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令和６年第４回 

笠間市議会定例会会議録 第４号 

 

令和６年１２月１０日 午前１０時００分開議 

 

出 席 議 員 

議 長  22 番  大 関 久 義 君 

副 議 長  ８ 番  内 桶 克 之 君 

  １ 番  長谷川 愛 子 君 

  ２ 番  酒 井 正 輝 君 

  ３ 番  河原井 信 之 君 

  ４ 番  鈴 木 宏 治 君 

  ５ 番  川 村 和 夫 君 

  ６ 番  坂 本 奈央子 君 

  ７ 番  安 見 貴 志 君 

  ９ 番  田 村 幸 子 君 

  10 番  益 子 康 子 君 

  11 番  林 田 美代子 君 

  12 番  田 村 泰 之 君 

  13 番  村 上 寿 之 君 

  14 番  石 井   栄 君 

  15 番  畑 岡 洋 二 君 

  16 番  飯 田 正 憲 君 

  17 番  西 山   猛 君 

  18 番  石 松 俊 雄 君 

  19 番  大 貫 千 尋 君 

  20 番  小薗江 一 三 君 

  21 番  石 﨑 勝 三 君 

                                         

欠 席 議 員 

  な し   

                                         

出 席 説 明 者 

市 長  山 口 伸 樹 君 
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副 市 長  近 藤 慶 一 君 

教 育 長  小 沼 公 道 君 

市 長 公 室 長  堀 江 正 勝 君 

政 策 企 画 部 長  北 野 高 史 君 

総 務 部 長  後 藤 弘 樹 君 

環 境 推 進 部 長  小 里 貴 樹 君 

保 健 福 祉 部 長  堀 内 信 彦 君 

こ ど も 部 長  深 澤   充 君 

市 立 病 院 事 務 局 長  木 村 成 治 君 

産 業 経 済 部 長  礒 山 浩 行 君 

都 市 建 設 部 長  関 根 主 税 君 

上 下 水 道 部 長  友 部 邦 男 君 

教 育 部 長  松 本 浩 行 君 

消 防 長  薗 部 恵 一 君 

会 計 管 理 者  西 山 浩 太 君 

笠 間 支 所 長  根 本   薫 君 

岩 間 支 所 長  橋 本 祐 一 君 

人 事 課 長  藤 田   優 君 

人 事 課 長 補 佐  石 川 幸 子 君 

企 画 政 策 課 長  森     望 君 

企 画 政 策 課 長 補 佐  井 坂 亜紀子 君 

環 境 政 策 課 長  大 内 光 広 君 

環 境 政 策 課 長 補 佐  鈴 木   晃 君 

脱 炭 素 推 進 室 長  藤 枝   諭 君 

こ ど も 政 策 課 長  根 本 由 美 君 

こども政策課長補佐  岡 部   隆 君 

統 括 支 援 員  糸 屋 明 子 君 

農 政 課 長  菊 地 恵 一 君 

農 政 課 長 補 佐  須 藤 辰 紀 君 

栗ブランド戦略室長  藤 咲   篤 君 

学 務 課 長  仁 平 秀 明 君 

学 務 課 長 補 佐  河原井 浩 典 君 

指 導 室 長  持 丸 正 美 君 

おいしい給食推進室長  石 井   謙 君 
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おいしい給食推進室主査  川 嶋   進 君 

                                         

出席議会事務局職員 

議 会 事 務 局 長  山 田 正 巳 

議 会 事 務 局 次 長  堀 内 恵美子 

議会事務局次長補佐  鶴 田 貴 子 

係 長  神 長 利 久 

係 長  上 馬 健 介 

                                         

議 事 日 程 第 ４ 号 

令和６年１２月１０日（火曜日） 

午 前 １０ 時 開 議 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

日程第２ 一般質問 

 

１．本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 一般質問 

                                         

午前１０時００分開議 

 開議の宣告 

 

○議長（大関久義君） 皆さんおはようございます。 

 御報告申し上げます。 

 ただいまの出席議員は全員であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日、写真撮影の申出があり、撮影の許可をしましたことを申し添えます。 

 本日の会議に、地方自治法第121条第１項の規定により出席を求めた者及び議会事務局

職員の出席者は、資料のとおりであります。 

                                         

 議事日程の報告 

 

○議長（大関久義君） 日程について御報告申し上げます。 

 本日の議事日程につきましては、議事日程第４号のとおりといたします。 
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 これより議事日程に入ります。 

                                         

 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（大関久義君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、21番石﨑勝三君、１番長谷川愛子君

を指名いたします。 

                                         

 一般質問 

 

○議長（大関久義君） 日程第２、一般質問を行います。 

 一般質問につきましては、一括質問・一括答弁方式及び一問一答方式の２方式からの選

択といたします。質問は項目ごとに質問し、完結した後、次の質問項目に入っていただく

ようお願いいたします。 

 発言時間は、一問一答方式は質問、答弁合わせて60分以内といたします。 

 執行機関には反問権を付与しておりますので、議員の質問に疑問があるときは「反問し

ます」と宣言し、議長の許可を得て質問内容を深めてください。さらに、議員、執行機関

とも、分かりやすい質問、分かりやすい答弁に努めてくださることを求めます。 

 それでは最初に、８番内桶克之君の発言を許可いたします。 

 内桶克之君。 

〔８番 内桶克之君登壇〕 

○８番（内桶克之君） ８番かさま未来の内桶克之です。議長の許可を得て、一問一答方

式で一般質問を行います。 

 議長にパネル使用の許可をお願いしたいんですが。 

○議長（大関久義君） 許可いたします。 

○８番（内桶克之君） ありがとうございます。 

 今回の一般質問は、笠間市が目指す脱炭素先行地域について、笠間クラインガルテンの

民間運営についての大項目二つです。よろしくお願いします。 

 早速ですが、大項目１、笠間市が目指す脱炭素先行地域についてに入ります。 

 笠間市は令和２年７月に宣言したプラスチックごみゼロ宣言と併せた「環境負荷ゼロへ

の挑戦」として「ゼロカーボンシティ」を令和３年４月に宣言しました。この宣言では、

ＣＯ２の排出量を2050年までに実質ゼロにするという取組を継続して実施していくという

ことにしております。 

 脱炭素先行地域は、2050年カーボンニュートラルに向けて、民生部門、これは家庭とか
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業務のその他の部門、電気の消費の部分ですが、電力消費に伴うＣＯ２の排出量の実質ゼ

ロを実現し、運輸部門、熱利用等を含めてそのほかの温室効果ガス排出削減についても、

国全体の2030年度目標と整合する削減を地域の特性に応じて実現する地域として、「実行

の脱炭素ドミノ」のモデルとなるものだということをいっております。 

 脱炭素先行地域は、地方自治体や地元企業・金融機関が中心となり、2025年までに100

か所以上の地域で脱炭素に向けた地域特性等に応じた先行的な取組によって、2030年まで

に実行していく地域となります。笠間市ではこれまで４回応募しましたが、選定には至っ

ておりません。 

 そこで、笠間市が目指す脱炭素先行地域について伺います。 

 小項目①、笠間市が脱炭素先行地域となる目的について伺います。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） ８番内桶議員の御質問にお答えします。 

 脱炭素先行地域になる目的についてとの御質問でございますが、世界的に地球温暖化に

よる気候変動の事象が問題とされ、国は地域脱炭素ロードマップにおいて、地域脱炭素が

意欲と実現性が高いところからその他の地域に広がっていく脱炭素ドミノのモデルとして、

脱炭素先行地域を創設しております。また、地域が主役になり、地域の強みを生かして脱

炭素に取り組み、地域課題の解決にもつなげるといったアプローチが、社会経済の発展と

気候変動への対応の両立にも貢献するものであり、その成果は国内にとどまらず、気候変

動問題に対する世界全体の対処に貢献するとしております。 

 本市としましては、ＣＯ２の排出量を2050年までに実質ゼロとする取組を継続的に実施

していく決意のあかしとしまして、ゼロカーボンシティ宣言を表明していることから、脱

炭素ドミノの実現には国と地方行政、企業や金融機関、そして市民が一致協力して取り組

む必要があることを踏まえ、脱炭素先行地域選定を足がかりに国の交付金を最大限活用し、

様々な地域課題の解決にも貢献することを目指しながら、取組の効果を市内の他地域へ波

及させることで、地域脱炭素を早期に実現し、未来の子どもたちに豊かな自然を残すこと

を目的としております。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 脱炭素宣言のところで、2050年までということですが、今回の先

行地域では2030年までに先行して実行するということで、それを笠間市で実現するという

ことと、環境省から様々な助成が受けられるということで、先行的にまだできるというこ

とがあるのでやったと思いますが、全協でも説明があって、今まで取り組んできておりま

すが、具体的に笠間市が目指すものというところで取り組んでいくところで、全協での資

料の一部を抜粋したんですが、議員の皆さんにはタブレットの中にあると思うんですが、

主な取組の中で民生部門と民生以外の部門というのがありまして、民生部門については、
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フレキシブルソーラーパネル等の太陽光発電設備導入促進ということで、これは太陽光の

板ではなく、布状というか、そういうものの柱とか壁などにも設置ができるものの導入で

す。それと今もやっていますが、住宅の太陽光発電や蓄電池、省エネ家電の導入など省エ

ネの促進、それと３番目に、住宅・各施設への省エネ供給源として大規模カーポートＰＶ

の導入、これは大きな施設での車庫に太陽光を設置するということと、夜間電力の促進と

いうところで蓄電池の導入です。そういうものが挙げられています。 

 また、民生部門以外、電力以外の部分の脱炭素というところでいくと、市独自の認証制

度の創出を含むリ・ブランディング化、これはブランドの再構築というんですかね、ここ

でいっているのは笠間焼のことだと思うんですが、認知拡大とか販売の拡大ということと、

それに笠間市で進める移住促進の部分、空家バンク制度や空家サブリース事業の結びつき

を深める。それと３番目に、地場産品です。陶器やみかげ石、栗です。これをリサイクル

するということも含めて廃プラ活用です。これは、ペットボトルの蓋などを灯油の代わり

に窯の燃料にするというようなことで、それを集めるに当たってポイント制度を導入する

ということを主な取組としております。 

 この脱炭素の取組が笠間市は第２次笠間市環境基本計画の中でも位置づけておりますが、

しっかりこの部分が位置づけられているのか、確認したいと思います。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） 環境基本計画の中にこの脱炭素の先行地域、地球温暖化

対策が位置づけられているのかという御質問というふうに捉えさせていただきます。 

 第２次笠間市環境基本計画の環境目標の一つに地球温暖化防止に貢献する社会を位置づ

けておりまして、本計画内の重点事業におきましても、温暖化対策の推進としてストップ

温暖化プロジェクトを設定し、日常生活や事業活動における取組や森林整備を実施するこ

とで、市全体で二酸化炭素の排出量を削減することとしております。 

 また、本年３月には市内全域の脱炭素に対する機運を高め、脱炭素社会の早期実現を目

指すことを目的に、笠間市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定し、先行地域を

足がかりに市内全域への取組を推進してまいりたいということで策定しております。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 基本計画の中の重要事業の中で、ストップ温暖化プロジェクトの

中に含まれるということのお話ですが、今回の提案の内容が、説明はあるんですが、脱炭

素地域の提案内容を、先ほど言った取組が2030年までの事業規模ではどのくらいのものを

想定しているのか、分かりますか。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） 事業規模、事業費で御説明させていただきたいと思いま

すが、第５回の提案内容では、事業費全体で約42億8,000万円とした計画としております。 
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○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 全体の中で2030年までですか、42億8,000万円というのは。 

 そうすると、先ほども先行地域での交付金等があると思うんですが、環境省から受けら

れる支援というのはどのくらいを想定しているのか、分かりますか。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） 国からの支援、地域脱炭素推進交付金としまして約26億

6,000万円と計画してございました。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 42億8,000万円のうち、26億円が脱炭素の交付金関係でもらえる

ということになると、３分の２近くがこの事業に使えるということになるということでよ

ろしいですか、はい。 

 この事業が採択にならなければ、これは使えないわけで、そうするとこの事業自体が成

り立たないというか、そうするとこの事業はどうなるという考え方というんですか、今も

らえないとなれば。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） 我々、現時点では先行地域の計画としてこの事業費を計

画してございます。また、環境省のほうとしましては、本事業以外にも重点化事業とか、

そういった他の事業等もございます。 

 我々としましては、脱炭素交付金というものが一番大きなもの、有利なものとして考え

ておりますが、脱炭素先行地域、笠間市の地域脱炭素を進めるためには可能な限りの国の

制度やそういったものを活用しながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） どちらにしても、交付金を使っていくという考え方の中では、こ

の脱炭素先行地域というのは大きなインパクトがあると思います。 

 それでは、小項目②に移ります。小項目②、これまでの応募の経過状況について伺いた

いんですが、これまで５回やっておりますが、その状況についてお願いしたいと思います。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） これまでの応募の経過状況についてとの御質問でござい

ますが、本市ではこれまで、2022年、令和４年２月の第１回応募から、第３回、第４回、

第５回と計４回応募しまして、いずれも選定見送りとなってございます。 

 第１回公募では、市内全域を対象とし、公共施設などから順次、太陽光発電設備を導入

する計画として提案し、第３回では、市内の区域のうちギャラリーロード周辺を対象地域

として設定しまして、笠間焼の脱炭素を軸に民間企業と連携した計画として提案しました。

第４回では、対象地域に道の駅かさまと門前通りを加え、行政機能の強化による地域コミ
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ュニティーの再生と観光都市笠間のリ・ブランディングのリ・デザインの推進を軸とした

提案とし、直近の第５回では、伝統的工芸品笠間焼の脱炭素化による持続可能なまちづく

りとして提案いたしたところでございます。 

 応募の要件につきましては、民間事業者等の共同提案の必須化や、2030年度までの残さ

れた期間が短くなるにつれまして合意形成等の熟度が高い提案が求められ、第５回公募で

は配点について、先進性、モデル性、地域経済循環への貢献、事業性の要件が他の要件よ

りも相対的に高く見直されるなど、回を増すごとに難易度が上がっている状況でございま

す。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 第１回から１回抜いてやっている、これまで４回やっているとい

うことで、変動の中では最初は自治体のみだったんですかね、その提案の内容が。そこに

民間企業共同提案という条件がつけられて共同提案をしているということですが、現在第

５回目の内容を見ると、提案が共同提案として団体企業が10者入っております。 

 過去の経過から、共同提案が増えてきた経過はあるんですか。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） 民間企業との共同提案が応募の条件として必須化されま

したのが、第３回でございます。第３回時には２者との共同提案でございます。第４回で

は７者、前回の第５回で10者としてなっておるところでございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 提案内容によって、その提案を受ける企業を一緒に共同してやっ

ていく企業が増えているという状況が分かりますが、先ほどモデル地域で、ギャラリーロ

ードを指定地域にしたのが第３回目、そして４回目に道の駅周辺を加えて提案をしている

ということで、ギャラリーロードと道の駅周辺をモデル地域としたのはどういうことなん

ですか。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） モデル地域としてのギャラリーロード周辺、道の駅かさ

ま周辺を追加したということはなぜかとの御質問でございます。 

 笠間焼の生産・販売・観光に至るまでの事業活動ごとに創出される価値全体を具現化し

ている地域というふうに私ども考えてございまして、地域を凝縮したつくる人・売る人・

住む人が共存する地域でありまして、提案計画の構想とエリア設定が必然性を備えた関係

性として我々考えたところでございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） ギャラリーロードというと、ギャラリーに加えて陶芸家の窯もあ

るような地域、それと道の駅周辺にも、これはどこまで含むか分かりませんが、周辺地域
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にも陶芸家がいるということと地域住民を巻き込むというところで、ギャラリーロードと

道の駅の周辺というのは連動性があるということもあって加えたのかなと思いますが、第

４回目ですか、観光面でも含めて提案をしているということなんですが、観光面の内容で

いくと、笠間は観光周遊バスもやっておりますから、観光周遊バスなどのＥＶ化も含めて

いるということでよろしいですか。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） 周遊バスのＥＶ化についても、計画提案の中に含めてご

ざいます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 運輸面です、運送面とか交通面でもやっぱりＣＯ２削減というの

が課題になっているので、そこも含めて観光の面で含めてやっていくというのが大事だと

思います。 

 これまで５回環境省でやっているということで、先ほどの答弁にもありましたが、なか

なか厳しくなっているということで、今まで延べ287提案がされておりますが、今まで採

択になったのが82か所ですね。全体で28.6％が選定されていると。ただ、最近が20％以下

ぐらいの提案の採択率ということになって、厳しくなっているということであります。 

 県内でも茨城県は少ないんですが、つくば市のみが採択になっているということで、採

択になれば県内で２番目という形になりますが、今後の採択について、公募についてもう

82か所やっていて、大体100か所で終わりということの中で、今後も公募を続けていくん

でしょうが、今後の公募について伺いたいと思います。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） 国では、2030年度までに少なくとも100か所の先行地域

をつくるとしております。また、2025年度までにその道筋を立てるということから、議員

おっしゃられるように、今現在、前回までで82か所の選定がされておるところでございま

すが、本市としましては選定に向けた計画の熟度をさらに上げる努力をいたしまして、今

後もチャレンジしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） チャレンジするということで、今後の中で2025年にあるかどうか

ということもあるんですが、環境省のほうでは100か所以上というところで数字が来れば

もう公募しないということになると思うんですが、次回の公募というのはいつ頃予定され

ているのか、分かりますか。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） 私どもが現在入手している情報の中ですと、第６回の先

行地域に関しましては、来年、年明けまして2025年２月上旬ぐらいに応募が開始されると
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いうような情報を得てございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） それに向けてということでよろしいですか。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） 我々としましては、第６回という限定、限定というか、

そこに向けての部分としまして、第５回でいただいた評価委員会からのコメントを受けま

して、選定に向けましてその計画の熟度を高めていくことを今現在取り組んでおるところ

でございまして、その際に第６回にチャレンジすることを今現在としては最大の目標とし

てございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 分かりました。それでは小項目②を終わりまして、小項目③に移

ります。 

 小項目③、選定を見送られた課題と今後の方向性について伺いますが、選定を見送られ

た課題、それについてどういう方向でいくのか、お願いしたいと思います。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） 選定を見送られた課題と今後の方向性についてとの御質

問でございます。 

 先ほども答弁させていただきましたが、過去の４回の提案に対しましては脱炭素先行地

域の評価委員会からコメントをいただいておりまして、評価されている部分がある一方で、

全国のモデルに相ふさわしいエリアの再検討や関係事業者でも地元住民との合意形成が調

整中であること、笠間焼の脱炭素化が民生部門の脱炭素化にどのように貢献するかなど、

不明確な状況にあるといった課題が指摘されておりました。 

 直近の第５回提案に関しましては、地域資源としての笠間焼に着目している点は評価さ

れていることから、今後の計画提案に向けましては第５回の計画提案を軸に、応募前に笠

間焼窯元への再生可能エネルギー設備の導入による効果の検証や、脱炭素化した笠間焼の

認証制度の創設などを提案・取組を先行実施することと併せまして、教育・経済・社会的

評価といった観点による民生部門の脱炭素化に的確にアプローチしてまいります。 

 さらに、選定と速やかな事業進捗に向けまして庁内の横断的体制を含め、共同提案者と

の関係機関や地域内需要家等とのさらなる合意形成により強固な体制構築も図りながら、

地域特性を踏まえた取組の深化と実現性の確保に向けまして、計画の熟度を上げてまいり

たいというふうに考えているところでございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之委員。 

○８番（内桶克之君） モデル地域の合意形成というのが課題になると思うんですが、私

は委員会のコメント、笠間市のコメントです、評価委員会から受けたコメントの内容を箇
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条書きしたんですが、第５回の公募に当たって、笠間焼の再生というか、そういうものを

使って地域の特性を生かすというのは着目されているということでいいんですが、ここで

いう窯元をはじめとする事業家、つまりやっている人たちの合意形成がなかなか着実に進

められてないんじゃないかというのがトータル的な意見であって、その中の細かいところ

で四つありまして、笠間焼の脱炭素化が民生部門の脱炭素化でどのように貢献するのかと

いう、そういうところとか、廃棄陶器回収のポイントの付与です。これの付与はいいんだ

けれども、住民行動の変容にどうつながっていくのかとか、あとは笠間焼の海外販路拡大

とか、空港での販売がどんな感じで脱炭素化に効果があるのかというそこら辺の効果の証

明。 

 それと、これはモデル地域での話だと思うんですが、笠間焼は電気窯が６割を占めてい

ると。そこは再生の電気でやるということをいっているんですが、その他の製法、ガスや

灯油の使用しているところの脱炭素化の内容の具現化というところです。これは先ほども

話しましたが、廃プラを活用してということで、それを燃料として灯油の代わりに使うと

いうところの具現化がどうなのかとか、あとはこれは補助の関係だと思いますが、住宅と

か商業施設での太陽光発電設備の導入のＦＳ調査といって可能性の調査とか、そういうの

が課題に挙がっているということで、大きくいうと、地元との合意形成とやることに対し

ての調査をちゃんとやってくださいというようなことだと思うんですが、そういう内容に

受けるんです。 

 それで、再エネ電気を利用する電気窯、それと廃プラを活用した灯油窯を利用する窯元

はここで何件ぐらいを想定しているのか、分かりますか。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） 先行地域内のエリア内に所在する約30の窯元で導入をし

ていただくことを目標としておりますが、現時点におきましては、再エネ電気を利用した

電気窯運用の意向窯元数は12件、既に実施済みは２件となってございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 今の答弁でいくと、30か所の窯元があって、12件が電気窯という

ことは、その他は先ほど言ったガスとか灯油窯ということでよろしいですか。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） 作家、窯元には一つの手法ばかりではないと思いますの

で、私が言ったものが限定されるということではないという形で捉えていただければと。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 該当するところは30か所あって、電気窯を持っている方が12件と

いうことの理解でよろしいですね。 

 そうすると、評価委員会からのコメントで、笠間焼の窯元との合意形成を確実に進める
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ということで、今後どのような合意形成をしていくのかをお願いしたいんですが。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） まず１点、私の答弁が不十分であったかもしれませんの

で、再度の答弁をさせていただきたいと思います。 

 現時点において、再エネ電気を利用した電気窯運用の意向をいただいている窯元数が12

件でございまして、既に実施済みの窯元は２件でございます。 

 続きまして、今後どのように合意形成を行っていくのかという御質問につきましては、

これまでも笠間焼協同組合をはじめとした組合員や笠間陶芸大学校と計画的に位置づけた

取組の実現性に関する協議を重ねております。そのようなことを踏まえて、笠間焼の脱炭

素化に向けた検討を進めております。 

 また、個人の窯元との合意形成につきましては、これまでもアンケートによる意向調査

や陶炎祭や秋市といった笠間焼イベント時に窯元に直接説明を実施しており、今後も同様

に合意形成を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） この地域で先ほど30か所窯元があるということで、その人たちの

合意形成が必要だということで、これは接触せずに話したり、アンケートを取ったりとい

うことになってくると思うんですが、この部分がしっかりその合意形成がなされないと、

やっぱり採択には至らないと思うので、ここの部分をしっかり頑張ってもらわなければな

らないということになりますが、もう一つは先ほど言った、灯油窯の使用についてです。 

 廃プラを使用するということで、共同提案として丸紅が入っているということなんです

が、廃プラの精製油化はどこで行うんですか、こういうものは。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） 現在の計画におきまして、廃プラの精製油を含めた計画

提案としてございます。そのためには、いずれかで廃プラから灯油を精製する、油化を実

施する拠点を設ける想定でございますが、現時点において場所の選定は未定でございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 今後進めるに当たって、どこでそういうことをやるのか、また集

め方の部分もあると思うんです。 

 聞いていると、廃プラというのは、ペットボトルはペットボトルの下の部分なので、そ

のキャップの部分です。その材料的な油化をする部分でいくとすごく量が少ないんじゃな

いかと思っているんですが、その点はキャップだけではなくて、そこに当たるものを集め

るということの認識でいいんですか。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） 油化に適した廃プラスチックの回収という部分でござい
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ますが、そちらで回収したいと我々考えている部分は、プラスチックの種類はポリプロピ

レンというものを考えてございます。ポリプロピレンは、国内で製造されるプラスチック

の約４分の１ほどとされております。 

 エリア内の住宅942世帯だけでも、プラスチック回収量は月当たり約1,800キロぐらいと

見込んでございます。このうち、プラスチックの回収量が先ほどの1,800キロでございま

して、４分の１がポリプロピレンと想定しますと、月当たり470キロ、１年間で約5,600キ

ロを確保できるような形になってございます。こちらにつきましては、市民の御協力等を

いただくことが必要となりますので、その辺についても適切にお願いしてまいりたいとい

うふうに考えてまいります。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 回収して、どこでやるかまだ分からないというか、その機械自体

はコンパクトなものができているという考え方でいいですか。質問の趣旨としては、大規

模な処理施設ではなくて、コンパクトにできるものなのかという考え方。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） おっしゃるように、小型な機械として、大きな処理施設

でプラントみたいなものを設置するような大きさを持つものではございません。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） どちらにしてもそういうものをやっていくとなれば、そういう合

意形成も必要なので、その部分についてもどこでやるのかというところを企業と詰めてい

かなければならないということになるので、実効性の高いものにするということは合意形

成が必要なので、その点もしっかりやらなければならないと思います。 

 それと、廃棄陶器の回収は、先ほど言った廃プラのポイント制度なんですが、持ってき

た人にポイントを与えて、そのポイントで経済を少しでも寄与しようということなんです

が、これはどの程度ポイントを寄与して、店舗はどういう店舗を対象としているのか、今

のところ分かりますか。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） 我々が廃陶器回収、廃プラ回収でのポイント制度の検討

をしている中で、対象とする店舗等々についての御質問でございます。 

 私どもにつきましては、行動変容の動機づけとなるポイント事業に関しましては、スマ

ホアプリ等の導入によりポイントを付与することで、地域内の店舗で利用可能なポイント

とすることで地域経済の活性化を図ることとしてございますが、今現在、詳細については

共同提案者を含めて検討をしているところでございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） せっかくですので、そのポイントが脱炭素に寄与するものに替え
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られるというのが一番いいので、そういうポイントの活用もやっぱり考えていったほうが

いいと思うんです。ですから、ポイント制度で受けたのも脱炭素に関係するもの、使うも

のも脱炭素に関係するものということの循環をすることで、市民の意識の高揚とかそうい

うものも図れると思うので、買い物だけするのではなく、やっぱり笠間焼も含めてそうい

うものの活用、ポイントでもらえるということの活用も大事かなと私は思います。 

 次回の公募に向けて今調査をしているものもあると思うんですが、今年度中に行う調査

はどのような調査なんですか。 

○議長（大関久義君） 環境推進部長小里貴樹君。 

○環境推進部長（小里貴樹君） 今年度中に行う調査や、また実施事業なども含めて御説

明させていただきたいと思いますが、現在の予算の中では、窯元への再生可能エネルギー

の導入補助などを予算をいただいて、事業を実施してございます。 

 また、今定例会の補正予算として上程しております中としましては、先ほども議員がお

っしゃっていただいたＦＳ調査、いわゆる導入可能性調査です。そういったものに関する

経費、また廃プラスチックを油化して、笠間焼の灯油窯で使用する実証実験のために要す

る経費、また笠間焼協同組合や陶芸大学校などから出る廃棄陶器を活用した舗装材による

実証実験事業、こちらについては工芸の丘の外構工事の中で実施する事業、これらについ

て現在行うことで考えてございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 今言った、今調査をしているもの、ＦＳ調査を含めて意向を確認

するということを進めて、先ほど言った課題を合意形成に進めていただきたいと思うんで

すが、次回の公募が脱炭素先行地域の最後の公募になるかもしれないんですよね。ですか

ら、しっかりと調査をやって、さらに窯元やモデル地域の市民との合意形成を図って、再

度チャレンジしていただきたいと思います。先行地域に選ばれれば、先ほど言ったメリッ

トが大きいので、やっぱり市民の意識も変わると思うので、その点での合意形成もしっか

りやりながら進めていただきたいと思います。 

 それでは大項目１を終わりにしまして、大項目２に移ります。笠間クラインガルテンの

民間運営についてに移ります。 

 笠間クラインガルテンは、西暦でいくと2001年４月、首都圏で初めて滞在型市民農園と

して開業しました。約４ヘクタール、50区画と規模も大きく、都心部に住む中高年の方に

はすごく人気がありまして、人気の滞在型市民農園となっているということです。また、

新聞や農業関係の雑誌、研究論文などでも多く取り上げられて、全国の施設の中でも広く

知られた施設になっております。 

 開業当初は市の直営でありましたが、2006年３月にＪＡ茨城中央、その後ＪＡ常陸の指

定管理、2016年から笠間市農業公社が指定管理となったということなんですが、2022年４
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月から今年度３月までの３年間、当初は２年で１年延長ですが、マイファームという指定

管理者を選んで、この３年間は民間運営の助走期間として運営してきたということで、

2025年、来年４月、民間運営に移行する予定となっているということです。 

 そこで、現在の指定管理の状況と今後の運営について伺います。 

 小項目①、現在の運営状況について、伺います。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） ８番内桶議員の御質問にお答えします。 

 笠間クラインガルテンの現在の運営状況についてでございますが、株式会社マイファー

ムにより、指定管理期間においては、民間運営移行を見据え、施設の魅力を高めつつ、収

益を生み出す運営モデルの確立を目指し、サービス向上と収益性の両立に向けた取組を進

めてきたところでございます。具体的には、体験用のラウベ、プレイガルテン１棟の運用

により気軽に農体験ができる環境を整備するとともに、レストランやゲストハウスなど附

帯施設の改修を行うことで、利用者層の拡大を図ってまいりました。また、地域店舗や施

設などとの連携によるマルシェ開催のほか、栗拾いやイチゴ狩りなど季節に応じた農体験

を通じた集客力の強化に努めてきたところでございます。今年度は特に栗を核とした取組

に力を入れ、栗拾いでは多くの団体客を受け入れるとともに、栗を活用した商品の販売や

ワークショップなどを実施し、幅広い集客につなげることができたところでございます。 

 こうした取組の一方、直売所やレストラン事業におきましては収益性が低く、費用対効

果の面での課題も顕在化しております。そのため、既存事業のみでの成長や安定的な集客

には限界がございますので、柔軟な運営体制が必要であるところを認識しているところで

ございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 運営状況としては、ラウベの体験館を基軸として、そこの経験を

生かして拡大していこうということと、イベントのマルシェとか栗拾いとか、そこにある

資源を生かしていくということでやっていると思いますが、経営的にいくと指定管理にな

って1,000万円を今出しているということで、前の指定管理のときには自主運営で1,000万

円を出していなかったということを認識しておりますが、最後に農業公社がやるときには

人的な派遣は２年間やっていたなということの認識であるんですが、経営状況でいくと

1,000万円を出さなければ経営できない状況なんですか、今の状況は。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 1,000万円の指定管理料というところでございますが、

指定管理料の内訳といたしましては、主に人件費と民間運営移行に向けた事業検証費とし

て支出をしているところでございます。 

 議員のほうからもお話がありましたが、農業公社の指定管理期間のうち、当初２年半に
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つきましては農業公社のプロパーの職員が所長として勤務をしておりました。その後、農

業公社に派遣された市職員が、クラインガルテンで勤務していたところでございます。民

間事業者による指定管理につきましては、人件費が直接の運営コストとなるため、市から

指定管理料として支出をしていたところでございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 今度、民間移行になって、この1,000万円がなくなりますよね。

ですので、その費用対のところをどうするかということでいくと、クラインガルテンの年

間利用料を上げるということにつながっているのかと思いますが、先ほども答弁でありま

したように、施設単体での収益拡大の難しさというのを確認できたということで、それは

レストランとか直売所のことを言っているのかなと思いますが、そこがなければ費用対的

にはプラスになるんだという考え方でいいですか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） まさに、直売所とレストランに関してはかなり経営が厳

しい状況でございますが、ラウベ本体に関しましても、この指定管理料があったとしても、

近年の物価高騰や人件費の高騰により、収益はプラスにはなってないという状況でござい

ます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） この利用料については消費税分だけ上げてきた経緯があって、実

質的な値上げをしたことはないんですよね。でも、今回41万9,030円から約1.4倍です、58

万6,300円という値上げになるわけです。50棟のうち49棟、１棟がモデルで利用されてい

るということになると、全体で820万円の増になるということになります。 

 ですから、その財源を指定管理料の1,000万円がないからその運営に充てるという考え

方でいいですか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） そのような考え方もございますし、そのほかにもマイフ

ァーム社独自での収益事業を考えていきたいというふうに聞いているところでございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 一気に1.4倍、つまり新規で入る人は最初から58万6,000円と言わ

れています。去年入った人が、結局はこの金額若干上がっても、そこまで考えてないのか

なと思いますが、つまり説明会などをしたときに急に上げるということの憤りというか、

そういうものがあったんじゃないかと思うんです。 

 一気にではなく、猶予期間を与えて上げるということの計画はなかったんですかね。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 猶予期間につきましては、料金の値上げに関しましては
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ガルテナーの説明会の中でもいろいろな意見がございました。それにつきましても、新た

なサービス、付加価値をつけたサービスをマイファーム社のほうで考えているというとこ

ろで、一定の理解は得られたのかなと感じているところでございます。 

 段階的値上げにつきましては、ガルテンの運営の安定性を確保するためには、今のとこ

ろ検討はしてないというふうに聞いております。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） この金額58万6,300円というのは、どちらから、市が提案してい

るのではなくて、マイファームから提案があったものということの認識なんですか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） ３年間の指定管理期間の中で、マイファーム社がこのぐ

らいの値上げがないと運営が難しいということで、マイファーム社側から提案を受けたも

のでございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 今後、指定管理がなくなるので、運営料、今回の議会に提案され

ていますが、管理条例を廃止するということになると、金額については、市とマイファー

ムの事業実施協定の中に含まれて、この金額を設定していくということでよろしいですか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 今後につきましても、その料金の設定等に関しましては

市も関与いたしまして、過剰な値上げ等にならないようなところというのは今後もチェッ

クしていくということでございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） この施設については特定公民連携事業であることから、公民連携

審議会の諮問を受けて民間移行が決定されたという認識をしていますが、公民連携審議会

ではどのような意見が出ていたのか、分かりますか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 公民連携審議会につきましては、ガルテンの利用者説明

会で利用者から出た意見のことや、マイファームの経営状況についての御意見がございま

した。それにつきまして、マイファームの経営状況につきましては、市で今後とも運営状

況を確認していく等の公民連携審議会からの答申があったところでございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 答申の中では、民間移行をいいでしょうということと、経営状況

をしっかりやってくださいみたいな感じの内容なのかなとは思いますが、マイファームは

昨年上場した企業なんですけれども、私も調べたらば今年11月29日、先月の末ですが、株

主総会を開いて今年12月で上場を廃止するということが決まったらしく、その影響という
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のは、指定管理を受けていたときと、今度公民連携でやる企業としてどういうふうに受け

取っているのか、そこら辺はどうですか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 議員おっしゃるとおり、上場を廃止するということは

我々も聞いているところでございまして、これに対してマイファーム側に質問したところ、

上場ということによって優秀な人材や企業としての認知度の向上があったというところで

ございますが、農業業界を取り巻く環境の変化やマイファーム社が目指すさらなる成長に

対応するためには、迅速かつ柔軟な意思決定が必要ということでございまして、より自由

度の高い経営判断とスピード感を持った経営を実現するため、一旦非上場化したものと聞

いております。 

 ただ、それにつきましても、市としましては、マイファームの経営状況等は逐次チェッ

クしながら、安定的な経営ができるようにということで、指導していきたいと考えている

ところでございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 分かりました。機敏に動くということが前提にあって、上場では

なかなか動けないのでということをいって非上場にするということですが、先ほどの質問

に関連しますが、ガルデナーに説明会を２回やっているということを聞いているんですが、

そのときの意見とかはどういうものがあったんですか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） ガルテナーの意見といたしましては、先ほどからお話に

ある料金の値上げ幅についてやマイファームの経営状況、あとクラインガルテン単独の収

支や農機具や備品の管理、サービス内容について等が、説明会の中で利用者側からあった

お話ということです。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） その説明の中で、結局値上げをしてサービス向上をするという説

明をしているんでしょうけれども、今年の卒業というか、退去者がどのくらいいるのか、

分かりますか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 今まさに募集をしているところでございます。 

 本年度退居希望は17組でございまして、その方は料金の値上げというところもあると聞

いてございますが、そのほかには体力的な問題や仕事やプライベートの都合、または笠間

市への移住が確定した等、様々な考えがあると認識しております。 

 それに対して、新規の申込みにつきましては13組、継続利用が31組、まだ態度を決定し

てない方が１組ということで、49棟のうち44棟につきましては利用が確定しているところ
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でございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 17組の方が退去するということなんですが、その退居の理由の中

にはやっぱり料金の面もあるという認識はあるということですね。 

 今後、今募集をしているので、５組ぐらいないと満杯にはならないというので、その推

移を見て、しっかりＰＲをしていただきたいと思いますが、まず地域の中でも心配されて

いる方がいて、地権者の皆さんにも説明会をしていると思うんですが、契約がどうなるの

かという心配している方もいるんです。そういう方に、契約については変わらないという

感じでいいんですか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 地権者との借地契約についての御質問でございますが、

現在、市と地権者間で契約している契約につきましては、民間運営以降も建物につきまし

ては市の所有が変わりませんので、同様の形で継続するということでございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 地権者の方もずっともう20年以上借りて、地域とつき合っている

わけですから、しっかりそこは説明してあげたいと思います。 

 小項目①を終わりまして、小項目②に移りますが、地域のつながりです、連携について

伺いたいと思います。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 地域とのつながり・連携についてでございますが、市民

と都市住民の交流を図ることがクラインガルテンの設置目的の一つでありますので、開業

をしてから行ってきた地元農家や周辺住民と利用者であるガルテナーが交流できる取組を

継続させながら実施していきます。具体的には、地元農家との連携によるイチゴ狩りや田

植、稲刈り体験、栽培講習会の開催などを通じた、農業によるつながりでございます。 

 また、蛍鑑賞会や夏祭りなど地域住民が参加できるイベントを企画することで、ガルテ

ナーと地域住民の交流を促進するとともに、市内で活躍する笠間焼の作家や地元飲食店が

出店するマルシェを開催するなど、地域の魅力を広く発信する取組も行ってまいります。

これらのイベントは、笠間クラインガルテンと地域がともに発展していく仕組みづくりに

もつながっていると考えているところです。さらにこうした取組に加え、ガルテナーと地

域住民による自主的な交流も行われており、フラダンスやゴルフなど市民の活動を通じた

日常的な交流が行われているところでございます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 民間移行もつながりを強化していくということで、今までの事業

の延長上もあると思いますが、新規に地域と連携して行うような事業は、今のところ何か
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あればお願いします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 新規の事業につきましてはこれからとなりますが、開所

してから23年間になった中、ガルテナー、利用する方の意識も当然変わってきております

し、地域の方もガルテンとのつながりというところの意識は二十数年前とは大分変わって

きたところでございますので、今後につきましては、どういう形がお互いに望んでいるの

かというのをしっかり見ながら、今の社会に合った地域との連携というところを、マイフ

ァームと共に進めていきたいと考えているところです。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 次の質問でそこの話もしますが、小項目②を終わりまして、小項

目③に移ります。民間運営によって期待されるものというのをどう認識しているのか、お

願いしたいと思います。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 民間運営によって期待されるものについてでございます

が、運営事業者であるマイファーム社の今後の運営方針といたしまして、笠間クラインガ

ルテンの施設運営などの事業を基本としながら、集客力のある栗拾いやイチゴ狩りなどの

農業体験プログラムをさらに充実させていく方針となっております。また、社会人向けの

農業スクールの運営実績を生かした市の就農支援との連携や利用者の移住へ向けたサポー

トなどを行い、施設が市における農業の玄関口や農業振興拠点として発展していくことを

目指していくと聞いております。 

 民間運営となることで、マイファーム社が理念として掲げる自産自消、自分で作って自

分で消費するというライフスタイルを具現化する場として、同社の持つ農業分野における

知見や運営力を発揮し、まずはガルテナーへのサービスの向上を第一点といたしまして、

満足度を高めることを期待しているところでございます。 

 市といたしましても、地域の方と共に歩んできたクラインガルテンの事業や、よい取組

は継続していただいた上で、農業体験やイベントなどを充実させることで来訪者を増やし、

将来的には市の施策と連携した就農支援や移住支援を行い、市施設を柔軟に活用すること

で地域の特性を生かした新たな魅力を発信していただきたいと考えているところでござい

ます。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 全協でも説明があったんですが、移行後の事業内容については、

クラインガルテンの利用者に対するサービス向上策とかクラインガルテンの笠間モデルの

発信、それと市と連携事業による就農希望者への支援というような内容が含まれています。

体験のところは集客につながるものをやっていくんだということで、先ほども栗拾いやイ
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チゴ狩りの延長上にあると思うんですが、笠間モデルの発信というところで、笠間モデル

というのはどういうことを言っているのか、お願いしたいと思います。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） マイファーム社が言っている笠間モデルというところに

つきましての質問でございますが、開業当初から都市住民との農業体験や交流の場となっ

ており、２地域居住の拠点として笠間モデルを発信していたところでございます。 

 先ほども答弁いたしましたが、開業から23年がたち、社会情勢の変化により個々のライ

フスタイルも変わってきているため、今までの笠間モデルのブラッシュアップが必要であ

ると考えております。クラインガルテンの農を通じた心豊かな暮らしに加え、施設の柔軟

な活用によりそれぞれのスタイルで笠間での楽しみや学びが得られる場として、新たな笠

間モデルを発信していくというふうに聞いておりますので、収益性の低い直売所やレスト

ランもガルテナーの方により使いやすいような施設運営をしていく計画であるということ

も聞いておりますので、そういうところを含めてマイファーム社が思う笠間モデルは、今

までの市が運営してきた笠間モデルを継続しながら、ブラッシュアップさせて発展させて

いくというふうに考えております。 

○議長（大関久義君） 内桶克之君。 

○８番（内桶克之君） 先ほども言ったように、私もマイファーム社のクラインガルテン

の紹介を見たんですが、自産自消を楽しめる新しい空間づくりというところをやっていき

たいということも書いてあるので、今までのクラインガルテンに加えて、地域を楽しむた

めの自産自消という事業をやっていくということになると思いますが、今後マイファーム

に代わって、サービス向上になって、ガルテナーがやっぱり変わってよかったと思うよう

な施設になってもらいたいと思うんです。地域も含めて笠間暮らしを楽しめるということ

が大切なので、その満足度を上げて、地域の財産として利用者と地域の方々が農的交流を

通じて良好な関係を保って、ガルテナーがさらに増えることを期待します。 

 今後、協定を結んでやると思いますが、第一はガルテナーが利用しやすい、満足の高い

ものをやってほしいという願いがあるので、その点を含めて協定をしてしっかりとした意

見も言って、管理をしていただきたいと思います。 

 これで私の質問を終わりにします。 

○議長（大関久義君） ８番内桶克之君の一般質問を終わります。 

 ここで11時10分まで休憩いたします。 

午前１１時０２分休憩 

                                         

午前１１時１０分再開 

○議長（大関久義君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
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 ４番鈴木宏治君の発言を許可いたします。 

 鈴木宏治君。 

〔４番 鈴木宏治君登壇〕 

○４番（鈴木宏治君） ４番政研会の鈴木宏治です。通告に従い一問一答方式で質問しま

す。 

 議長、パネルの使用の許可をお願いしたいんですが。 

○議長（大関久義君） 許可します。 

○４番（鈴木宏治君） ありがとうございます。 

 まず初めに、本年６月19日にこども貧困対策法の改正案が国会で可決成立しました。こ

の改正は、法律名にこどもの貧困の解消が明記されるなど、大幅な改正となりました。こ

の課題については、笠間市議会においても一般質問で、平成28年第３回定例会では石井議

員が義務教育に係る費用の負担について、令和５年第３回定例会には石松議員が子ども・

子育て支援計画及び子ども食堂について、そして同じ令和５年第４回定例会では林田議員

が子どもの医療費自己負担金の助成廃止についてといった質問があり、大きな課題だと考

えております。今回、子どもの貧困対策推進法の改正に伴い、こどもの貧困対策について

質問させていただきます。 

 こどもの貧困制度については、大まかですが、1990年、国連の児童の権利に関する条約

を署名し、そして平成６年、その権利条約を批准しました。その後、2013年（平成25年）

になって生活困窮者自立支援法が施行され、その翌年、平成26年１月、子どもの貧困対策

の推進に関する法律が施行となりました。そして、８月に子供の貧困対策に関する大綱が

策定され、現在、令和５年４月、こども基本法が施行になり、こども家庭庁の発足、さら

にはこども大綱の閣議決定、そして今回の６月19日のこどもの貧困の解消に向けた対策推

進法が改正されたところであります。 

 この子どもの貧困対策推進法では、目的や理念の充実で解消すべき子どもの貧困を具体

化しました。第１条だけ読みますけれども、「第１条、この法律は、貧困により、こども

が適切な養育及び教育並びに医療を受けられないこと、こどもが多様な体験の機会を得ら

れないことその他のこどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのないよう

にするため、日本国憲法第25条その他の基本的人権に関する規定、児童の権利に関する条

約及びこども基本法の精神にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策に関し、基本理

念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困の解消に向けた対策の基本となる

事項を定めることにより、こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進することを目

的とする。」と定めています。 

 茨城県も令和３年度から茨城県就学前教育・家庭教育推進アクションプランの中では、

（４）として、生活に困窮する家庭への総合的支援、番号50になりますけれども、子ども
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の貧困対策に関する計画の策定市町村数、策定当時24市町村でしたが、令和７年度44全て

の茨城県内の市町村において計画策定をするように目的とされています。 

 このように、子どもの貧困は、社会的にもとても大きな問題となっております。このよ

うな中、当市としてどのように現在取り組んでいるかということをお聞きしたく、本日一

般質問させていただきます。 

 大項目１、こどもの貧困についてお聞きします。 

 小項目①、こどもの貧困とはどのように捉えているのか、教えてください。 

○議長（大関久義君） こども部長深澤 充君。 

○こども部長（深澤 充君） ４番鈴木議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 貧困とは、衣食住、医療、教育など必要最低限の生活水準が満たされておらず、心身の

維持が困難にある状態の絶対的貧困と、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の基準に基づき算

出し、一定の基準を下回る所得しか得ていない経済状況の相対的貧困のいずれかの状態に

ある状態と捉えております。 

 このことを踏まえ、子どもの貧困とは相対的貧困だけでなく、周りの人は当たり前に享

受している生活が、お金がないために実現できないという社会的生活水準の低さも合わせ

た状態にあることと捉えております。具体的には、金銭的理由で旅行や習い事など学校の

外で行われる体験が得られないといった体験格差などがあると考えております。 

 子どもの貧困は経済的な困窮にとどまらず、学習面や生活面、心理面など様々な面にお

いて、子どもの人生に影響を及ぼすことが懸念される重要な問題であると認識しておりま

す。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 

○４番（鈴木宏治君） 子どもの貧困、絶対的貧困と相対的貧困という形の中で、恐らく

等価可処分所得の中央値の半分という形で相対的なものに関しては、それで子どもがいる

世帯を相対的貧困という形で考えればよろしいですか。 

○議長（大関久義君） こども部長深澤 充君。 

○こども部長（深澤 充君） 絶対的貧困とは衣食住や医療など生活する上で必要な最低

限の生活維持が満たされていない状態、相対的貧困とは、先ほど議員が申されたように、

世帯の所得から社会保障や税金などを差し引いた等価可処分所得の中央値の半分、これを

貧困線と申し上げますけれども、それに満たない状態を相対的貧困というと考えておりま

す。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 

○４番（鈴木宏治君） では、その貧困線というのは、今はお幾らぐらいになっています

でしょうか。 

○議長（大関久義君） こども部長深澤 充君。 
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○こども部長（深澤 充君） 令和３年に公表されたものによりますと、日本では127万

円が貧困線といわれております。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 

○４番（鈴木宏治君） 127万円で、独り世帯が一応相対的貧困率のラインということで

すよね。そういった中で、家族を持ってこういった形で貧困率がどのぐらい推定していく

かということを、これから先また聞いていきたいと思うんですけれども、子どもの貧困問

題自体がとてつもなくやはり大きな問題であるということをしっかりと理解できたと思い

ます。ここで小項目①を終わって、小項目②に移りたいと思います。 

 さらに、今度もう少し貧困について詳しくお聞きしたいと思うんですが、小項目②、こ

どもの貧困の現状はどのようになっているか、教えてください。 

○議長（大関久義君） こども部長深澤 充君。 

○こども部長（深澤 充君） 貧困の現状ですけれども、国におきましては、厚生労働省

が発表しております令和３年の国民生活基礎調査の結果によりますと、子どもの相対的貧

困率は11.5％となっておりまして、約９人に１人の子どもが貧困状態にあると言われてお

ります。 

 笠間市におきましては、子どもの貧困の現状は、笠間市第３期子ども・子育て支援計画

の策定に当たりまして行いました、小学校５年生の保護者及び中学２年生の保護者に行っ

たアンケート結果から答弁させていただきますと、世帯の構成に応じた一定の所得を下回

る世帯は8.8％となっておりまして、また低所得のほか、家計の逼迫、子どもの体験や所

有物の要素を加味した生活困窮のリスクを集計したところ、三つの要素のうち、二つ以上

該当する世帯は3.8％、また一つの要素が該当する家庭は19.1％となっております。相対

的な貧困状況にある家庭及び生活状況のリスクを抱える家庭は約２割以上あり、所得水準

のみで判定できない状況が伺えました。 

 また、本年10月までの家庭に関する相談状況は980件となっており、うち貧困に関する

ものは98件となっております。また、独り親が受給できる児童扶養手当の受給者数は、本

年度10月で478世帯、対象児童数は712人となっており、このような状況から、貧困世帯は

独り親世帯、多子世帯、障害や疾患がある世帯、またそれらの疑いがある困難な状況が複

合的にある特徴が見られると考えております。 

 また、国際ＮＧＯ機関が令和６年に行いました子どもの貧困と子どもの権利に関する意

識調査によりますと、子どもの貧困の実態を認知しているという質問について全く聞いた

ことがないという大人が約半数あり、大人の認知度が低いということが報告されておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 
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○４番（鈴木宏治君） 私も令和３年度の厚生労働省の調査を見ましたけれども、独り親

家庭の相対的貧困が45％程度という形で、かなり多いという形を見ました。 

 当市自体、これはもしかすると保健福祉部になるかもしれませんけれども、当市自体の

全世帯の中での相対的貧困率というのはどの程度なのか、お分かりになりますでしょうか。 

○議長（大関久義君） こども部長深澤 充君。 

○こども部長（深澤 充君） 笠間市自体の相対的貧困率というものは、日本の貧困率は、

そもそもが厚生労働省の国民生活基礎調査の３年に一度行われます大規模調査の結果を基

に算出されております。調査の主体は県が担っておりまして、無作為に抽出された地区を

調査対象としており、地区ごとの貧困率は公表されておりません。それに伴いまして、笠

間市の相対的貧困率自体は算出されておりませんという状況でございます。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 

○４番（鈴木宏治君） 日本としては2021年15.7％という形で発表されていると思うんで

すけれども、大きく差異はないというふうに考えてよろしいでしょうか。 

○議長（大関久義君） こども部長深澤 充君。 

○こども部長（深澤 充君） 全体的にはそんなに変わりはないものと考えております。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 

○４番（鈴木宏治君） 令和５年１月に出た子どもの貧困対策に関する有識者会議の中で、

生活の安定に資するための支援の中のデータで、電気・ガス・水道の未払い経験率、経験

数というものが取り上げられておりました。独り親世帯は電気・ガス・水道の未払い経験

が14.8％、17.2％、13.8％、子どもがある全世帯で見ると5.3％、6.2％、5.3％と未払い

経験率、やはり独り親家庭は2.6倍から2.8倍未払い経験がある。また、食料や衣服が買え

ない経験をしたことがあるかという形で同じデータが載っていたんですけれども、独り親

世帯、食料が買えない、衣服が買えない、34.9％と39.7％、子どもがある世帯は16.9％、

20.9％、全世帯という形になっております。買えないといっているところは、やっぱり独

り親家庭の場合には1.9倍から２倍という状況になっている。 

 こういった中で教育長に聞きたいんですけれども、毎食満足のいく食事を取ることも難

しい状況にある子どもというのが結構いるのかなということが分かるんですけれども、そ

の中で、学校の中では朝食を食べてこない子どもとかは把握されていますでしょうか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） お答えします。 

 朝食を食べてこないという考え方はなかなか難しくて、本人が怠惰な生活で食べられな

いのか、要するに経済的に困窮していて食べられないのかという部分で、なかなか調査は

できないんですけれども、毎年、全国学力・学習状況調査の中で本市の６年生と中学校３

年生のデータがありますので、令和６年度、本年度のデータで申し上げますと、小６で
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92.4％が朝食を取ってきている。それから中３で92.1％が朝食を取っていると答えていま

す。全国的な比較で言いますと、小学校については約1.0％程度落ちています。中学校に

ついては約1.0％上回っている状況でございます。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 

○４番（鈴木宏治君） ありがとうございます。朝食を食べてこない理由、朝寝坊しがち

な子だったりすれば当然欠食になってしまうということは分かるんですけれども、それで

もやっぱり笠間市でも７％から８％近い児童生徒が朝食を取ってないという状況があると

いうことは分かりました。それが分かると、その中のセーフティーネットの網の中に必ず

引っかかってきやすいのかなと思いますので、ぜひ活用していただきたいと思います。 

 さらに、食事を孤食、たった一人で食べているという児童や生徒の数というのは把握で

きますでしょうか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） お答えします。 

 これも大変難しい問題で、私は学校教育が家庭教育に踏み込むべきではないという考え

方なんですけれども、ですから学校自体として孤食をしているかどうかというのは調査を

したことはありません。 

 ただ、かつて令和２年度に笠間市で第２次健康づくり計画の中で、孤食ではなくて、共

食という形で、朝食ではないんです。夕食はどの程度みんなで取っていますかという調査

によると、小学校５年生で78.4％がみんなで食事をしていると答えています。また、中２

においては72.3％が夕食を共に取っていると答えていることから、朝食も恐らく同じ割合

になってくるのかなと。これも、やはり家庭のライフサイクルによって違うと思うんです。

朝早く出る保護者もいれば、一緒に食べられる保護者もいると思うので、そこの部分はき

ちんと家庭でしっかり教育をしていただければと思っています。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 

○４番（鈴木宏治君） 内閣府の社会生活基本調査で、朝と夕方の孤食のデータを令和３

年度データを取っていたので、一応見てみたら、小学生全部で合わせて朝食が５％、夕食

が１％孤食になっている。中学生が朝は８％孤食になって、夕食３％が孤食になっている

というデータが出ていたので、ぜひ参考にしていただければと思います。 

 それでは、笠間市における貧困の現状というのはよく分かりました。 

 小項目②を終わりにして、小項目③に移りたいと思います。子どもの貧困の推移がどの

ようになっているか、教えてください。 

○議長（大関久義君） こども部長深澤 充君。 

○こども部長（深澤 充君） 厚生労働省が公表しております国民生活基礎調査の３年に

一度行われます大規模調査の結果によりますと、国全体においては、子どもの貧困率は平
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成27年13.9％、平成30年14.0％、平成30年につきましては基準の変更がございまして、旧

の基準に照らし合わせますと13.5％、一番新しいものが令和３年11.5％となっており、全

体的に減少傾向にあると考えております。 

 市といたしましては子どもの貧困の統計がないため、児童扶養手当の対象児童数や家庭

に関する相談件数の貧困世帯の推移を述べさせていただきます。児童扶養手当の児童数と

割合については、令和３年は737人、割合にしまして7.3％、令和４年度693人で7.1％、令

和５年665人で6.9％という割合になっておりまして、割合は低下の傾向にあります。 

 また、家庭に関する延べ相談件数でございますけれども、令和３年度は892件、令和４

年度は1,309件、令和５年度は1,675件となっておりまして、内容の複雑・多様化すること

により１人当たりの相談件数が増加の傾向にあるというふうに捉えております。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 

○４番（鈴木宏治君） パネルの掲示の許可をお願いします。 

○議長（大関久義君） 許可します。 

○４番（鈴木宏治君） 国の３年に一度のデータというか、相対的貧困率、子どもの貧困

率のデータなんですけれども、2018年に基準が変更になったということです。 

 その後下がっている理由というのは、どういうことが考えられますでしょうか。 

○議長（大関久義君） こども部長深澤 充君。 

○こども部長（深澤 充君） 平成25年に貧困に関する法律が制定されたり、平成26年に

子どもの貧困対策の推進に関する法律が施行され、また同年に子供の貧困対策に関する大

綱が策定されるなど、子どもの貧困に対する方向性が示されたことにより、国や県、市町

村において様々な施策が整えられてきたことや、地域社会で子どもたちを支える支援体制

が整えられてきたことが挙げられると考えております。 

 また、平成30年に貧困率を算定する基準が変更されたことや、直近の令和３年の結果を

見ますと、新型コロナウイルス感染症対策として低所得者をはじめとする様々な給付金が

あったことが、一時的に下がった要因であると考えております。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 

○４番（鈴木宏治君） 私も同じように考えたんですが、やはりグラフを見ていただくと、

2021年だけが極端に下がっているけれども、その前までおおむね横ばいという形で動いて

いるのかなというふうに思います。理解しました。ありがとうございます。 

 そういった中でいろいろな様々な施策をしながら、少しずつ子どもの貧困というものを

対策という形が、いろいろな市町村や国、いろいろな民間まで動いてきていると思うんで

すけれども、そういった中で子どもの貧困が起きてしまう原因というのはどういったもの

が考えられますでしょうか。 

○議長（大関久義君） こども部長深澤 充君。 
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○こども部長（深澤 充君） 貧困の原因といたしましては、保護者の経済的なものや家

庭環境、社会的要因、そういったものがあると考えております。 

 一つには、未婚の母や離婚による独り親があります。家事や仕事、育児を一人で行わな

ければならないため、家事や育児の比重が高いほど、生活がより苦しいものになってくる

ものと考えております。二つ目には、失業などにより親が仕事をしていない、またはアル

バイトなどの非正規雇用のため、低賃金労働などにより十分な収入が得られていないこと。

三つ目として、離婚後に適切な養育費が支払われていないこと。四つ目として、ＤＶや虐

待など家庭内の不和により家庭としての機能が低下していること。五つ目として、これら

の経済的要因から教育費の不足が起こり、教育格差による貧困の連鎖が生じること。 

 そのほか社会的要因として、地域コミュニティーの低下、そういったものが挙げられる

と考えております。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 

○４番（鈴木宏治君） 今聞いただけでも、様々な原因、課題があるということがよく分

かりました。子どもの貧困に関しては一朝一夕では解決するのは難しいんだろうなという

ふうに思いますが、子どもの貧困の原因について、さらにまた研究していっていただきた

いと思います。 

 ここで小項目③を終わりにして、小項目④に行きます。子どもの貧困が子どもに与える

というか、子どもの貧困自体が子どもや世の中に与える影響について、お聞きします。 

○議長（大関久義君） こども部長深澤 充君。 

○こども部長（深澤 充君） 子どもに与える影響につきましては、子どもの貧困は子ど

もの生活や将来に深刻な影響を与えると考えております。 

 一つ目としては、健康への影響でございます。貧困家庭の子どもは十分な食事を取るこ

とができないことにより、成長や発達に遅れが生じる可能性があると考えております。 

 二つ目として、社会的・心理的影響でございます。貧困家庭の子どもは友人や同級生と

の交流が制限されることで自己肯定感が低下し、心理的な問題を抱えることがあります。

長期的には自己評価や社会的スキルの発展に影響を及ぼすことがあると考えております。 

 三つ目といたしましては、教育への影響でございます。貧困家庭の子どもは教育資源や

教育環境が不十分であることが多いため、十分に学用品がそろわなかったり、塾や習い事

に通うことができなかったりします。また、家庭の経済的困難から来るストレスや不安、

そういったものが学業成績に悪影響を及ぼすことがあると考えております。 

 四つ目といたしましては、将来の経済的安定への影響でございます。健康問題や教育機

会の不足が就職やキャリア形成に影響を及ぼし、結果として就労先が制限される可能性が

高くなり、貧困の連鎖につながると考えております。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 
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○４番（鈴木宏治君） 子どもの貧困が与える影響、教育や健康、そして成長という部分

に関しては安易に想像がつくわけですけれども、日本財団と三菱ＵＦＪリサーチコンサル

ティングのレポートで、子どもの貧困の放置で生まれる社会的損失は約40兆円という形で、

ゼロ歳から15歳の子たちの貧困をこのまま野放しにすると、それだけのやっぱり損失が出

るんだということが、これだけあるというのにびっくりしたんですけれども、特に心配な

のが自己肯定感の低下、心理学的用語で言うと学習性無力感というのがあると思うんです

けれども、ふだんから一生懸命何かやろうと思って自分が行動していく、その行動を一生

懸命やったことの結果が伴わない経験を積み重ねていくことによって、何をしてももう無

意味なんだと思ってしまう。これが、実は学齢期、小学校10歳ぐらいまでの間にかなりな

るというふうに言われているんですけれども、そういった中で、犯罪リスク、非行リスク

というのもそこに入ってくるというのが心理学的にもいわれておりますので、その辺のと

ころをしっかりとやっぱりやっていってもらいたいと思うんです。子どもは、笠間市に生

まれた。そして、確かに貧困があったかもしれない。でも、やっぱりしっかりと真っすぐ

成長できるような、そういったものを、私たち大人たちもそうだし、支えていかなければ

いけないというふうに思っております。 

 子どもの貧困に関してはＳＤＧｓの17のゴールの中でも、１「貧困をなくそう」、２

「飢餓をゼロに」、３「すべての人に健康と福祉を」、４「質の高い教育をみんなに」、

さらに10も絡むかなというふうに思うわけですけれども、そういった中で、やっぱり子ど

もがどれだけ大きな影響を受けるかということを、私たち大人が分からなければいけない。

セーブ・ザ・チルドレンの今回の調査が行われた結果のレポートがネットにも出ていると

思うんですけれども、2019年に比べて、先ほど部長がおっしゃられたとおり、子どもの貧

困ということを知らない人の数が増えているという調査実態もあるわけですから、その辺

をやっぱり影響についてしっかりと私たちも調べた上で、これから取り組んでいきたいと

いうふうに思います。 

 それでは小項目④を終わりにしまして、小項目⑤に行きたいと思うんですけれども、や

っぱり一人一人の意識改革とかそういうのを発見するのが大事だなというのは思うんです

けれども、とにかく子どもの貧困は見つけなければ、見つけてからどういう施策をしよう

とか、どうやって関わりを持っていこうとかということはできますけれども、見つけない

限り何もできないということになると思うので、小項目⑤、発見するにはどのようにした

ほうがいいかということをお聞きします。 

○議長（大関久義君） こども部長深澤 充君。 

○こども部長（深澤 充君） 子どもの貧困を発見するにはということでございますけれ

ども、家庭の経済状況だけでなく、子どもの行動や外見、家庭の状況及び生活環境、子ど

もの心理状態、そういったものに注意を払い、貧困の兆候を見逃さないようにすることが
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大切であると考えております。そのためには、様々な視点から多角的にアプローチする必

要があります。様々な相談の機会に、子どもの状況、家庭の状況、生活の状況などから発

見することができると考えております。 

 また、民生委員、主任児童委員との連携によりまして、地域の子どもの生活環境を観察

していただき、支援が必要な家庭の情報を共有することによっても発見できると考えてお

ります。そのほか、子どもが通います幼児教育施設や学校、施設、また子ども食堂などで

の子どもの生活状況を共有することからも発見できるのではないかと考えておるところで

ございます。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 

○４番（鈴木宏治君） 学校での発見という形になりますと、やはりクラス単位でかなり

の人数がいて、先ほどの11.5％という数字を見ると、９人に１人は子どもの貧困になって

いるというふうに考えられるわけですけれども、学校での発見というのはどのような形で

されておりますでしょうか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） お答えをします。 

 学校では、先ほど深澤部長がお答えになったとおり、まず外見から入っていくんですけ

れども、頭髪であったり、それからお風呂に入ってない状況があるのではないかなという

ことを、朝の健康観察の段階で、虐待も含めた形で先生方が注視しているという状況があ

ります。服装が毎回同じであったり、それから自分の経験からいうと、事務職員との連携

の中で会計が最近滞りがちになりましたという報告を受けたときに家庭訪問するとか、あ

とは多くあったのは給食ですけれども、給食のときにふだん食べない子が食べるようにな

ったという、そういう状況の中でいろいろ相談を受けながら話していくという状況があり

ます。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 

○４番（鈴木宏治君） やっぱり学校は、先生というプロフェッショナルな方がいるので

発見がしやすいんだろうなというふうに思うんですけれども、一般の中でやっぱり発見を

していくという中では、ＮＰＯとか先ほどの子ども食堂の例なんかもあったんですけれど

も、私もこの間は明石市のほうに教育福祉委員会で行政視察に行ってきたその中で、明石

市は人口30万人でありますけれども、56か所の子ども食堂があって、ホームページで見る

だけで今日どこが空いているかというのが分かるような状況になっている。それは、対策

としてという形だけではなくて、そういった中でＮＰＯとかいろいろなところを取材させ

てもらったんですけれども、びっくりするようなことがやっぱりありました。 

 例えば、子ども食堂といっても、子ども食堂に来て、食べて、じゃあねという形のとこ

ろも当然ありますけれども、そうではなくて一緒に食事を作ったり、活動するという形の
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中で、日々の中で見つけていくという話の中で、涙が出そうなったのは、４人今日は来て

いる。御飯を今から炊かなければいけないと。「どのくらい御飯を炊こうかな」と言った

ら、「２合」と小学校２年生が言ったと。ふだんから２合の御飯を家で炊いたりというこ

とが分かっているんだというのを思ったら、それを分かった、よかった、偉いねで済んで

しまうのではなく、その背景、裏までやっぱり読み取る力というのが、発見には必要なん

じゃないかなと思います。 

 そこではやっぱり、フルーツバスケットの遊びをやっている中に、発問の中に一つぐら

いぽつっと「きのう、お風呂入らなかった人」とか「今日、朝御飯食べないで来ちゃった

人」なんていうことを言いながら、少しずつ発見をしていくということをやっているとい

うことも聞きました。見えない貧困を見つけるのは本当に大変だと思います。 

 やはりまた違うところなんですけれども、子どもの居場所づくりで遊びに来て帰るとき

に、皆さんがくれたお菓子とかそういったものを一つだけ持って帰っていいよと渡して言

ったらば、小学校２年生と５年生の兄弟だったと言っていたと思うんですけれども、２年

生の弟のほうがお菓子を取った。その瞬間に、お兄ちゃんが「よく考えてから取れよ」と

ぽそっと言ったら、カップ麺を取っていく。そういったものをやっぱり見逃さずに、私た

ち大人、関わっている人間がやっていくということが大事なんだなということを、本当に

今回感じたわけでございます。 

 どうしてもやっぱり貧困というのは発見するのは難しいと思うんですけれども、そうい

ったいろいろな角度を見てやっていくしかないと思います。 

 次に入ります。子どもの貧困の発見はとても難しいということはお互いによく分かった

と思うんですけれども、そんな中で、社会全体の問題として一人一人の理解と啓発、そし

て協力がやっぱり必要不可欠だと私は思っています。ここで小項目⑤を終わりにして、小

項目⑥に移りたいと思います。 

 小項目⑥、早期発見の重要性について、教えてください。 

○議長（大関久義君） こども部長深澤 充君。 

○こども部長（深澤 充君） 早期発見の重要性についてでございますけれども、先ほど

も答弁させていただきましたが、貧困が子どもに与える影響、健康への影響、社会的・心

理的影響、教育への影響、将来の経済的影響、そういった影響を最小限に抑えることが重

要であると考えてございます。子どもの健全な心身の発達を促すためには、いかに早く発

見し適切な支援につなげるか、そういったことが重要であると考えており、このことは

個々の子どもの健全な成長だけでなく、社会全体の健全な発展に寄与するものと考えてい

るところでございます。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 

○４番（鈴木宏治君） ありがとうございます。やはり、早く子どもの貧困をなくしてい
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くという形を取ることによって、先ほどの40兆円に及ぶ経済的損失、社会的損失というの

を防いでいくことになるんだろうと思います。 

 先ほど小項目④で紹介した茨城県就学前教育・家庭教育推進アクションプランの中にも、

特に乳幼児期においては家族や集団生活の遊びや体験を通じて生きる力を養うことで、自

主性、自立性に富み、優しさや思いやりを持って強くたくましく生きられる子どもたちの

育成を図るとした中で、施策４、個別的な配慮が必要な子どもへの支援という形で、（１）

です、個別の配慮が必要な子どもの早期発見・早期支援システムの構築及び早期教育相談

の充実、番号41、これが令和２年度、学校内外での機関等で相談・指導を受けている小中

学校における不登校児童生徒の割合が59.5％、調査時、それを令和７年までに100％にす

るという目標が掲げられておりますけれども、この辺は笠間のほうはどのように目標に対

してトライしていくという形で考えているのか、教えてください。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 学校教育の中での義務教育段階において、いわゆる対策として

は、本市の場合にはスクールソーシャルワーカーを４名配置している状況がございまして、

相談という形で行っておりますが、実際に関わった児童生徒の昨年度の実績からしますと、

スクールソーシャルワーカー４人で4,459人に延べ関わっております。貧困を主とする相

談対応件数については、そのうち328件あるということです。本年度については現在のと

ころ157件ということですけれども、これは増える見込みもあるということで、今後もス

クールソーシャルワーカーをフルに使って、子どもたちの相談、それから保護者の相談に

携わっていきたいと思います。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 

○４番（鈴木宏治君） 答弁ありがとうございます。やはり、かなりの相談件数があると

いうことを今分かりました。笠間市でも早期発見・早期支援システムの構築及び早期教育

相談の充実をお願いして、小項目⑥を終わりにしたいと思います。 

 小項目⑦、いろいろな対策を今聞いてきましたけれども、本市として子どもの貧困対策、

どのようにしているか、教えてください。 

○議長（大関久義君） こども部長深澤 充君。 

○こども部長（深澤 充君） 本市で行っております子どもの貧困対策といたしましては、

生活の支援、経済的な支援、教育の支援、保護者の就労支援、支援体制の強化という五つ

の柱を立てまして、貧困家庭への支援を実施しているところでございます。 

 生活の支援につきましては、妊娠期から切れ目のない相談支援を行うとともに、家庭の

生育環境を高めるための保護者支援や子どもの育ちを支える生活支援を行っております。

支援を受ける家庭との信頼関係を築くために、多くの相談の場、また機会を設け、専門職

によるきめ細かな支援を行っているところでございます。また、子どもの居場所支援とい
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たしましては、様々な困難を抱える子どもたちが安心して過ごせる居場所を開設するとと

もに、体験格差をなくすために生活習慣の形成や食事、学習支援、課外活動などの提供を

行っているところでございます。 

 次に、経済的な支援についてでございますが、出産・子育て応援給付金などの妊娠出産

に対する支援、児童手当や医療福祉費の助成などの家庭生活を支える支援、所得に応じた

保育料の設定などの教育・保育に対する支援、そういったものを行い、経済的な負担の軽

減を図っております。そのほか、多子世帯への支援や独り親世帯への支援など様々な経済

的な支援を行っております。 

 教育の支援といたしましては、子どもたちの日中居場所である学校を基盤に、安心して

学び、学力、体力を養える教育環境の向上を図っているところでございます。 

 保護者の就労支援につきましては、保護者が安定した収入を得られるように支援を行っ

ており、保護者が安定して就労が続けられるよう、保育所、児童クラブなどの保育体制を

整えたり、独り親の資格取得を促す高等職業訓練促進事業や自立のための就労支援を行う

生活困窮者自立支援事業などを通し、保護者の自立を促す事業を展開しているところでご

ざいます。 

 支援体制の強化といたしましては、子どもに関わる人や機関が連携できるよう包括的な

支援ネットワークを構築いたしまして、連携を強化しております。要保護児童対策地域協

議会を開催するほか、日頃より民生委員、主任児童委員、社会福祉協議会や子ども食堂と

連携しながら、貧困家庭への連携した支援を実施しているところでございます。 

 以上、五つの柱に基づき全庁を挙げて総合的な貧困対策を実施することで、子どもが健

全に成長し、将来の可能性を最大限に発揮できる社会を目指しておるところでございます。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 

○４番（鈴木宏治君） 様々な対策、施策ということをやっていらっしゃると思うんです

けれども、見つけなければその対策の施策も、やっぱり絵に描いた餅になってしまう可能

性もあります。何としても早期発見という形を思いながらも、あとはやっぱり必ずセーフ

ティーネットの網からすり落ちてしまう、そういった人たちを少なくするようにしながら

相談等をやっていただきたいと思います。笠間市の中で「かさまぽけっと」とかアプリを

開発したりいろいろな形で、若い世代、そして子育て世代の人たちにフォーカスしたよう

な施策というのもたくさん見ておりますので、手を緩めることなく、どちらかというと積

極的に活用していただきながら、施策を進めていっていただきたいというふうに思います。 

 ＳＤＧｓの2024年の日本のランキングが18位に久しぶりに上がったんですけれども、そ

んな中で先ほどの茨城県就学前教育・家庭教育推進アクションプランの中で、今度、（４）

生活に困窮する家庭への総合的支援の番号51で、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援

事業に取り組む市町村数を、現在11だったものを、令和７年44茨城県内全市町村にしなさ
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いという形で目標取組ということで出ていますけれども、今の取組状況はどのようになっ

ていますでしょうか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） お答えします。 

 本市においては、土曜日、小学校５・６年生を対象に寺子屋事業というのを行っており

ます。本市にゆかりのある、笠間では時習館、そして友部では宍戸藩の脩徳館、そして岩

間については愛宕館ということで、３か所にわたって５・６年生を対象に午前中の塾とい

う形で、国語、算数、英語、この３教科を教えているという現状があります。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 

○４番（鈴木宏治君） 多分それ以外にも、岩間一小、二小、三小、北川根なんかでも塾

をやられていたと思うんですけれども 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 議員おっしゃるとおり、岩間三小に週２回、民間の学習塾を放

課後入れております。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 

○４番（鈴木宏治君） 取組をぜひ進めていっていただきたいと思いますが、ＳＤＧｓの

中で、残念なことに初めて、日本が目標４「質の高い教育をみんなに」というものがずっ

と達成済みだったものが、今回実は評価が下がって課題が残るというふうになりました。

それはやっぱり、子ども自身一人一人に関わる私たち大人の関心とか、そういったものが

薄れている、これが証左なのかもしれません。ぜひ、こういったことも考えていただきな

がらも、対策その他、新しい計画にも盛り込んでいっていただきたいなというふうに思う

わけです。 

 それでは小項目⑦を終わりまして、今度、小項目⑧、様々な幅が広い問題ですので、現

時点での課題というのはたくさんあると思うんですけれども、主なものを教えてください。 

○議長（大関久義君） こども部長深澤 充君。 

○こども部長（深澤 充君） 現在、子どもの貧困対策の課題として考えているところで

ございますが、子どもの貧困は表面化しにくく、見えにくいことが問題であると。また、

その支援を受け入れない家庭があることが、大きな課題であると考えております。 

 見えにくい理由として、一つ目としては、デリケートな問題であることから、他人に知

られることを避ける傾向にあること。二つ目として、貧困は必ずしも外見に現れるものだ

けではなく、衣類や持ち物だけで貧困を判断することが難しく、外見上はほかの子どもと

変わらない場合も多いということ。三つ目として、ＤＶやアルコール依存症、借金など家

庭内の問題や困難は外部には見えにくいため、子どもが抱える問題が表面化しにくくなっ



- 161 - 

 

ていること。四つ目として、子どもの周りの大人が見抜く力を持っていないと、問題が見

逃されてしまうこと。五つ目として、行政の支援制度を知らない、または支援制度の利用

の仕方が分からない家庭が挙げられます。いかにその見えにくい問題を捉え、適切な支援

を行うかということが課題と考えております。 

 また、支援を受け入れない家庭については、他人に知られることを避け、支援を受ける

ことに抵抗があったり、行政の支援に対する信頼が欠如していたり、誤解をしていたりす

る傾向があります。そのような家庭に対し一人一人の声をしっかりと受け止め、信頼関係

を構築し、丁寧な説明をすることで、適切な貧困支援へとつなげることができることが重

要と考えております。また、家庭内におきましても現状を理解していただき、子どもの保

護者の自覚を促していくことも課題であると考えているところでございます。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 

○４番（鈴木宏治君） やっぱり、社会的に他人の目を気にするのは当然のことであると

思うので、そういった中で発見し、それを助けていくということは、なかなか難しい問題

を当然はらんでいるとは思うんですけれども、先ほどの明石市のように、56か所全部で子

ども食堂をやりました。そして、子どもはどこに行っても無料で、大人は300円とか500円

ですけれども、門戸を広げることによって当たり前のことになっていけば、支援というも

のも受けやすくなるのかなと思いますので、課題はたくさんあると思います。でも、ぜひ

進めていっていただきたいと思います。 

 その課題があることをお互い理解した上で、小項目⑧を終えて、小項目⑨に行きたいと

思います。様々な課題があることが今問題として出てきましたが、今後の対策と方向性に

ついて、新しい計画を策定中だと思うんですけれども、どのように考えているのか、教え

てください。 

○議長（大関久義君） こども部長深澤 充君。 

○こども部長（深澤 充君） 今後の対策と方向性につきましては、こども部といたしま

しては、現在の課題である見えにくい子どもの貧困問題を早く把握し、適切な支援につな

げることが重要であると考えております。そのためには専門的な職員を配置し多角的なア

プローチを行うとともに、関係機関と連携を密にし、社会全体で早期に発見できる体制の

強化を図っておるところでございます。また、子どもの健全な育成に深く関わる保護者へ

の支援を推進してまいりたいと考えております。 

 また、第３期子ども・子育て支援計画において、子どもの貧困の解消に向けた対策の推

進を盛り込み現在策定しており、生まれ育った環境にかかわらず子どもたちが夢や希望を

持つことができるよう、全庁を挙げて取り組んでいくことを目指していきたいと考えてお

ります。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 
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○４番（鈴木宏治君） 様々な問題、少子高齢化の中であると思うんですけれども、やは

り民間の力をもっと有効活用していくということを考えていくというのが必要かなと思う

んです。例えば、ＮＰＯでフードリボンプロジェクトなんていうのを御存じかと思うんで

すけれども、子ども食堂に行って例えば御飯を食べました。300円分の夢チケットという

のを買って壁に貼っておいてあげると、そこに小学生、中学生が来たらそのチケットをも

らって、ただで食べられる。そういった取組を茨城県でも４か所ぐらいたしかあると思い

ますけれども、そういったところをうまく助成をするとか、様々な形で民間と協働してい

く子どもの居場所づくりもそうだと思いますけれども、そういったところを加えながら、

今後の方向性をしっかりとやっていただきたいというふうに思うわけです。やっぱり、子

どもが生まれて、これから先、貧困でつらいという思いをして、そして学習性の無力感に

さいなまされる前に、早く手を打たなければいけない問題だと思いますので、それが小項

目⑩、貧困の連鎖を止めるということになると思いますので、しっかりとやっていただき

たいと思います。 

 最後になりますけれども、市長、貧困の連鎖を止めるために笠間市としてどういうふう

に考えていらっしゃるか、教えてください。 

○議長（大関久義君） 市長山口伸樹君。 

○市長（山口伸樹君） お答えをさせていただきたいと思います。 

 笠間に生まれた子ども、もしくは笠間に縁があって今住んでいる子どもたちが、やっぱ

り健康で元気に成長して、一人の大人として社会人としてしっかり自立できるような、そ

ういう人間に育っていってもらいたいという願いは、誰もが持っていると思います。 

 そういう中で、いわゆる子どもの貧困の連鎖、議員からもいろいろな御意見がありまし

たが、一長一短で解決できる問題ではないと思います。子どもの貧困の第一次的な解消の

責任はやっぱり親が持つべきだと思いますし、親がそのためのしっかりとした自覚を持つ

ということが重要でありますし、あわせて我々行政がその親に対して、子どもに対しての

どういう支援、指導、そういうものをできるか、しっかりやっていくことが必要だと思い

ます。 

 私は、この貧困の解消の一つの方法、いろいろな取組をしなければならないと思います

が、やっぱり親の経済的な自立というのが一つ大きな意味があるのかなと思っております。

どちらかというと独り親が中心でありますので、やっぱり独り親の就労支援です、そうい

うことをしっかりやっていくことが必要かと思っております。 

 ちなみに、国の高等職業訓練促進事業というのがありまして、これは12の国家資格を取

れる制度でありまして、この制度を取って独り親の方が就労して経済的に自立に至ってい

るというのが、ここ５年間で11人ぐらい市内でもいます。その枠の見直しなんかを図りな

がら、その制度をしっかり私は周知していくことは必要かなと思っています。 
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 それと、子どもたちには、やっぱり教育の機会をしっかり与えていくということも必要

だと思っています。今、教育委員会での学習の部分も行っているわけでありますが、やっ

ぱり生活をしっかり支えていくという中での教育に関わる時間なり、取り組むことを、し

っかり市が支援していくことも必要だというふうに思っています。 

 もうちょっと幅広く考えると、小学生、中学生というのが我々市の行政、教育委員会の

役割ですが、中学生で終わるわけではありませんので、やっぱり高校生の、よく言われる

ように、そこで切れるのではなくて、高校生のそういう学習の機会というのもしっかり支

えとして行っていくことが、将来的な連鎖を断ち切ることにつながっていくのではないか

なと思っておりますが、言葉で言うのは簡単でありますが、いろいろな角度から取組をし

ていかなければならないですし、親がそのためにどういう自覚を持つのかということ、こ

れは誰が言ったからといって親の自覚がしっかり持つわけではありませんので、社会全体

と、そうすると日本の社会がこういう状況になっているというのは方向性がちょっと違っ

ているのかなというような感じもします。我々行政に携わる者が、そこはしっかり親の自

覚を持てるような取組なり意見なり、親に対してものをしっかり言っていくということが

必要かなと思っております。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 鈴木宏治君。 

○４番（鈴木宏治君） とても前向きな意見、方針をいただいて本当によかったなと思う

んですけれども、私もいろいろなアイデアを持って、子育て支援というか、社会福祉関係

のＮＰＯ活動なんかもずっと今までやってきたんですけれども、二十数年前に地域福祉活

動の中で地域住民の支え合いマップづくりというのをやりまして、ある特定の地域の中で

要支援者とか要介護者とか支援を必要とする人と、その人の住民の関わりを住宅地図に落

とし込んでいって、この人は要介護なのにどうやって病院に行っているんだろうとか、こ

の人は自分で料理を作ってないと言っているけれどもどうやって食事をしているんだろう

なんていったときに、１軒１軒聞いていくと、線が引けていくわけです。その線がセーフ

ティーネットの一つの網だったわけですけれども、そこから抜け落ちているところはどう

なっているのかというのを調べたりしながら、そこの家に行ってフィールドワークをさせ

ていただきながら、パイロット事業でやったんですけれども、フィールドワーク事業でそ

ういうことをやっていく中で、大きく皆さんと意見交換している中で出てきたのが、電

気・ガス・水道、新聞・郵便配達の人たちは各家にかなりの頻度で行っているということ

と、その家の状況を分かっているわけです。 

 私はコンピューター屋ですけれども、ガス屋にコンピューターを納めたことがあって、

何をやっているかというと、50キロのボンベを例えば配送すると、キロ幾らで配送員の人

たちのお金を払っていく。切れてしまったら24時間、夜中でも行かないと怒られるので行
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くしかないんだけれども、なるべく少ない残量のときに交換に出さないと利益が少なくな

ってしまう。何をやっているかというと、前年同月比だったり、過去３か月の推移とかと

いうのを全部コンピューターで予測をした中で、交換の配送指示というのを出していくん

です。そうすると、今日は二十何本交換だからこの順番で地図も回りなさいというところ

まで出したり、もう二十数年前ですけれども、していたわけです。 

 そういった中で分かったのが、そういった公共料金や電気・ガス・水道といったものの

値が大きく振れた場合には、必ず人が入院したとか、生まれたとか、そういったものが見

やすいわけです。それは、今だとＡＩを使ったり、プログラムを使ったりというのができ

るので、今日もＩＴ未来高校の人も来ているみたいですから、そういったことを地域とも

協力しながら一つ一つその網を、電気だったら電気、ガスだったらガス、水道だったら水

道、民間との協力だし、個人情報の問題もあるので簡単にはいかないかもしれません。で

も、いろいろな角度からそういったものをやっぱりトライしていっていただくことによっ

て、子どもの貧困イコール家庭の貧困でもあるというふうに考えていくと、そういったも

のに寄与できるようなことができるんじゃないかなというふうに思います。 

 また、子どもの居場所づくり、明石市の場合には公設民営型のフリースペースをつくる

ようになってきました。やっぱり学校内フリースクールで、学校内も行けないという人た

ちもいるので、公設民営でやっていく。そんな中で、公営住宅とか空いているところをう

まく利用できたら、笠間市もそういったこともいいのか、有効なのかな。それだけ人口が

密集しているわけですから、場所的には集会所だったり、そういったものを利用するとい

うのもよいのかなというふうに思います。 

 とにかく、やっぱりセーフティーネットの網を、学校の先生の目もそうだし、子ども食

堂のそういった民間の人たちの協力も必要だし、明石市の話ばかり話をしたんですけれど

も、30万人の都市で49平方キロしかないので、うちの20％ぐらいしかないところに30万人

住んでいるので、それはインフラも何も効率いいんですが、子どもの居場所づくりの助成

金として、子ども食堂に対して食事型と市販品で一緒に食べる方法とテークアウトもしく

はデリバリーで届けるという方法で、全部に助成金を出しているんです。例えば、民間の

団体や個人がやる場合には、食事型だと開催１回につき２万円、市販品型だと開催１回に

つき１万円、デリバリー型だと３万円という形で、年間の上限が130万円になっています

けれども、56か所の子ども食堂にこういった形でやっていると、当然食費というか、子ど

もからゼロ円ですからこのぐらいの助成がないとできないんでしょうけれども、それプラ

ス飲食店にもやっぱり助成金を出しているんです。子ども食堂やる場合に半額です。食事

型は１万円、市販品型も１万円です。テークアウトデリバリー型が１万5,000円で、助成

金の上限額は１年につき65万円。そして、子ども食堂のチラシのひな形から子ども食堂を

開設してオープンに至るまでのプロセスを全部手引きを、マニュアルを作ってやっている
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ようなこともありますので、先進的な事例のものをうまく活用しながらも、笠間市らしい、

笠間市には笠間市の当然人口密度の問題もあると思うんですけれども、そういったものを

考えながら新しい計画に盛り込んでいただき、子どもの貧困と人口減少、そして核家族化

で見えない、それを見なければいけない私たちが頑張っていかなければいけないと思いま

す。 

 ぜひ、笠間市の子ども貧困対策に関する計画策定に様々な視点をもう一度考慮していた

だいて、貧困の連鎖を止め、誰一人取り残さないグローバル社会に向けてしっかりと取り

組んでいただきますようお願いして、私の一般質問を終わりにしたいと思います。ありが

とうございました。 

○議長（大関久義君） ４番鈴木宏治君の一般質問を終わります。 

 ここで13時まで休憩いたします。 

午後零時１０分休憩 

                                         

午後１時００分再開 

○議長（大関久義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 13番村上寿之君の発言を許可いたします。 

 村上寿之君。 

〔13番 村上寿之君登壇〕 

○１３番（村上寿之君） 13番市政会の村上寿之です。通告に従いまして一問一答で質問

します。 

 それでは、大項目１、学校給食の現状について質問します。 

 令和５年度、令和６年度における学校給食の賄い材料費を笠間市教育委員会はどのくら

い使っているか質問します。 

 小項目①、賄い材料費の予算について伺います。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 13番村上議員の御質問にお答えいたします。 

 賄い材料費の予算でございますが、令和５年度の決算額が約３億1,900万円でございま

す。また、令和６年度の予算としましては、本議会への補正予算要求額2,271万2,000円と

合わせますと約３億4,700万円で、昨年度決算より約3,000万円の増となる予定でございま

す。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 今回の補正予算2,271万2,000円は、賄い材料費の価格高騰によ

るものですか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 
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○教育部長（松本浩行君） 米や牛乳の物価高騰が一番の要因ではございますが、保護者

負担の軽減の維持並びに給食の質の維持を目的としたものでございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 以上で小項目①を終わりにして、次に小項目②に入ります。笠

間市の小中学校・義務教育学校に通っている児童や生徒は、現在の給食で満足しているで

しょうか。おいしい給食推進室は給食の満足度などをどのように調査しているか、質問し

ます。 

 小項目②、給食の満足度についてお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 給食の満足度につきましては、本市が独自に全ての児童生徒

に対して行う食生活に関する調査の中で、令和４年度に給食の味の満足度についての調査

を実施しております。この調査において「給食の味に満足している」と回答した児童生徒

の割合は小学校で95.3％、中学校で92.7％でございました。また、笠間、岩間の両給食セ

ンターでは、学校から児童生徒のその日の給食の感想などが記載された給食日誌を毎回提

出いただいておりまして、その中の味や量に対する感想の大半は「ちょうどよい」や「普

通」でございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 満足してないと答えた児童や生徒は、何に不満があるのでしょ

うか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 主に苦手な食べ物が入っていることという内容でございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） これを総合的に判断すれば、給食の満足度は上がるのでしょう

か。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 対応としましては、先ほどの調査結果や毎回記載される給食

日誌などを参考に味や彩りなどを工夫し、子どもたちが食べたくなる栄養バランスの取れ

た献立づくりに日々努めていくことと考えております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 分かりました。 

 保護者に対しての調査はしたことありますか、満足度について。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 行っておりませんが、親子給食の機会などに直接意見を伺う

ことができております。 
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○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 教職員に対しての調査はしたことはありますか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 行っておりません。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 教職員は給食の味、量、子どもたちの意見などに対して一番身

近な存在と思えるが、なぜ教職員に給食の満足度調査をしないのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 教職員の味の満足度につきましては、学校の中での会議によ

りまして校長などに伝えられているということを聞いております。なので、校長のほうと

毎月教育委員会の中で定例会を開いておりますので、その中で意見を聞ける機会があると

思っております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） おいしい給食をつくる上で、教職員の評価を確認することは必

須と思うが、いかがでしょうか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 教職員の御意見につきましても今後取り入れられるように、

取り組んでいきたいとは考えております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） ぜひ、お願いしたいと思います。教員がやはり一番大人として、

子どもたちを見ていると思います。子どもたちの評価を一番聞きたいのはやっぱり教員で

ありますし、教員が分からないと、やはりおいしい給食は作れないと思います。お願いで

す。ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。「おいしい給食推進室」という立派な名前

に負けないぐらいの給食を作ってください。これもお願いです。 

 続きまして、食材の高騰は給食の品質に悪影響を与えていませんか。例えば、予定して

いた食材が買えなかったため品質が落ち、給食の味が悪くなるなんていうことはありませ

んか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） そのようなことがないようにも取り組んでおりますので、ご

ざいません。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） すばらしい。その答えを聞きたかったんです。 

 給食に満足と答える児童や生徒が多いことは、何につながると思いますか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 



- 168 - 

 

○教育部長（松本浩行君） 給食により児童生徒が必要な栄養をバランスよく摂取でき、

心身の健康維持・増進することにつながると考えております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） このようなことは廃棄食材が少なくなると思うことはありませ

んか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 食べ残しが減るという面では、廃棄食材が減ると考えており

ます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） その言葉を待っていました。ぜひ、給食の満足度を上げて、廃

棄食材が少なくなるようにお願いいたします。 

 小項目②を終わりにして、次に小項目③に入ります。教育委員会は学校給食における廃

棄量の現状をどの程度廃棄していますか、質問します。 

 小項目③、廃棄の現状についてお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 廃棄の種類としましては、給食の食べ残しが主なものでござ

います。また、廃棄の量でございますが、令和５年度１年間の重量は57トンで、給食の食

べ残しの割合である残食率は小学校、中学校の平均で4.7％でございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 仮にこの57トンの廃棄物を環境センターのごみ処理手数料10キ

ロ200円で処理すると、114万円の費用がかかります。年間これだけの食材が廃棄されるの

は、非常にもったいない。 

 笠間市教育委員会は、廃棄食材を削減するために取り組んできたことはありますか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 食べ残しを減らす対策が廃棄物を削減することにつながるた

め、飽きのこない給食づくりに取り組んでおります。具体的には、児童生徒のリクエスト

を献立に反映するリクエスト給食や副菜を選択できるセレクト給食など、児童生徒の嗜好

に合った献立の作成を行っているほか、栄養面のバランスを保つために、児童生徒の苦手

な食材も工夫しておいしく食べられる調理方法に努めているところでございます。 

 また、教育現場である学校での栄養教諭による授業では、小学校低学年から好き嫌いな

く栄養バランスのよい食事を取るよう指導しているほか、保護者に対しても毎月発行して

いる食育だよりにより食品ロスの削減について啓発を図っております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） その効果をお願いします。 
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○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 残食率でお答えさせていただきます。コロナ禍前の令和元年

度の残食率でございますが、こちらが7.8％でございました。これに対し現在、現在とい

うか昨年、令和５年度の実績でございますが、こちらが4.7％と減少はしております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、減少しているということで効果があったということで理

解したいと思います。 

 廃棄量が多いことで、給食の味や量などを調整するなどの考えは持たないですか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 給食の特に量でございますが、量につきましては、文部科学

省が定める学校給食実施基準に児童生徒１人当たりの必要な栄養量などが規定されており

ますので、量やまた内容、こちらについては、この基準に沿った献立による給食を提供し

ているところでございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 結局、廃棄量が多いということで、今聞いている中では少しず

つ減っているからいいのかなと思うところもあるんだけれども、廃棄量が多いから給食の

量や味で調整して給食をおいしくして、もっと廃棄量を少なくしようというような考えを

持ってもらいたいんですけれども、今言ったように法律で決められてしまっているから、

そういうことはできないんだということなんですか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 栄養を摂取する量につきましては、これは法律で定められて

おりますので、なかなか変更は難しいんですが、味については、いろいろな工夫、食材の

持っている素材の味などを勘案して、味についてはいろいろ努力している段階でございま

す。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） その努力しているところは、どういうところで評価できるんで

すか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 繰り返しになりますが、残食率の低減というところに現れて

いるのではないかと思っております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、ここからの質問は、11月25日の茨城新聞「県民の声」か

らの内容によるものも含めて質問します。 

 個包装で一人一人に配る牛乳、ジャム、ふりかけ、納豆などが残された場合、これらの
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食品はどのようになっていくのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 給食で残された食品につきましては、平成21年に施行されま

した国の法律である学校給食法に基づく学校給食衛生管理基準により、残食及び残品は衛

生上の見地から持ち帰りの禁止が望ましく、当日の全品処分、翌日に繰り返して使用しな

いことが定められていることから、個包装のものであってもこの基準にのっとり、一度提

供したものは当日のうちに処分している状況でございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、コロナやインフルエンザなどの感染症で児童や生徒の欠

席率が高くなった場合、休んでいる児童や生徒の給食はどのようにしているんでしょうか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 感染症などにより学級閉鎖となる場合は、前日のうちに判明

いたします。そういった場合は、できる限り給食を停止しております。また、停止するこ

とが難しい当日の欠席者分、こちらについては希望者がいる場合は、児童生徒の希望者に

喫食していただいております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） このような廃棄物を、何とか有効活用できないものか。例えば、

行政が主体となり、低所得者や福祉施設に届けるなど、賞味期限内の食品を無駄にしない

取組について議論してほしいという内容が、茨城新聞「県民の声」に掲載されている。掲

載者は、笠間市民である。 

 このような市民からの声をどのように受け止めていますか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 議員からありました県民の声の御意見に対する笠間市の取組

について、12月３日の同じ「県民の声」に市の取組が掲載されたところでございますが、

市では法律に基づき残食を処分しておりますので、低所得者や福祉施設へ届ける考えはご

ざいません。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、大量の給食が残されて廃棄しなくてはならない現実を、

どのように受け止めていますか、捉えていますか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 先ほど申したとおり、残食率は低減しておりまして、また残

食量、先ほどの57トンです、こちらを１食当たりに換算しますと約50グラムという現状で

ございますが、少しでも残食量の低減を図るため、児童生徒の意見を反映したおいしい給

食を提供するとともに、学校での食育に努めているところでございます。 
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○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） このような質問をしたいんですけれども、このような食材は農

家が丹精を込めてつくった農作物です。これだけの食材を廃棄するのは、農家に大変申し

訳ない。 

 丹精を込めてつくった農家のためにも、廃棄食材を少なくしてほしいと願うところであ

りますが、このような農家の心はどう思いますか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） もちろん、理解しているつもりでございます。 

 ただ、法律というものがございますので、食品としての利用はなかなか難しいといった

ところが現状でございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、農家の心は、法律に勝てないんですか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 給食においては難しいと考えております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 難しいではなく、法律のほうが優先するということなんですか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 行政としましては、法にのっとった対応を取っておりますの

で、法に勝るものはない。 

 申し訳ありませんが、給食に関しましては、食品としての再利用は難しいと考えてござ

います。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 分かりました。農家が聞いてがっかりするでしょう。どう思い

ますか。いいですよ。ただ、どうかそのぐらい丹精を込めてつくっていると。でも、やは

り法律で決められたものは守らなくちゃいけないという行政のその役割が重いということ

では、なかなか話は進まないです。ただ、丹精を込めた食材を残さず食べてもらいたいと

いうのは農家ばかりではなく、私たちも同じ願いなんです。ぜひ、食品ロスが起きないよ

うな取組をしていただきたいなというふうに思っています。 

 それでは、おいしい給食推進室が目指すところはどのようなことかお聞きしたい。お答

えをお願いします。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 本市におきましては、有機栽培の米や野菜を食材としたオー

ガニック給食や笠間市産の栗や豚肉など地元の食材のほか、台湾産のバナナなどのフルー

ツを使用したおいしい給食を提供しているところです。このような取組を継続することに
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より、残食量の低減だけではなく、児童生徒の環境への関心を高めることや外国の文化に

興味を持つことのほか、将来思い出となる給食を提供することにより地元愛の醸成につな

げていくことが、目指すべきものと考えてございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） よく分かりました。今回の質問の趣旨は、満足度を上げて残食

を少なくしてということが一番の狙いです。ただ、そんなに多い残食があったというわけ

でもないので、ぜひ子どもたちにおいしい給食を提供していただいて、少しでも食品ロス

がなくなっていただけるような環境を、おいしい給食推進室とつくっていただければいい

なというふうに思ってます。 

 以上で小項目③を終わりにして、小項目④に入りたいと思いますが、議長にお願いがあ

りまして、小項目④の廃棄物の対応策については長谷川議員と重複しますので、ここで小

項目④は終わりにしてよろしいでしょうか。 

○議長（大関久義君） はい。 

○１３番（村上寿之君） 以上をもって大項目１と小項目④を終わりにします。 

 続きまして、大項目２に入ります。笠間市役所の働き方改革について、質問します。 

 働き方改革関連法は2019年４月１日から順次施行され、働き方改革関連法では、働く方

がそれぞれの事情に応じた働き方を選択できる社会を実現するため、長時間労働の是正や

多様で柔軟な働き方の実現、雇用体系に関わらない公正な待遇の確保等のための措置を定

めています。こうしたことから、笠間市役所の働き方改革はどのように進んでいるのかお

聞きしたい、質問します。 

 小項目①、市役所における働き方改革の現状と具体的な取組内容についてお伺いいたし

ます。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） 13番村上議員の御質問にお答えをいたします。 

 市役所における働き方改革の現状と具体的な取組内容についての御質問でございますが、

人口減少と少子高齢化が進む中で、生産性を高めるための多様な働き方の仕組みづくりや

長時間労働の削減、有給休暇の取得促進など、ワーク・ライフ・バランスの推進をはじめ

とする働き方改革は、本市においても重要な課題として取り組んでおります。 

 現状と具体的な取組についてでございますが、年々行政に対する期待や要望が多様化し、

行政サービスが複雑多岐にわたっている中でも、本市では六つの柱を掲げて職員の働き方

改革を進めております。一つ目は、男性職員の育児休暇・休業の取得促進、二つ目は、連

続休暇等の取得促進、三つ目は、長時間勤務の是正、四つ目は、ハラスメント防止対策、

五つ目は、メンタルヘルス対策、六つ目は、多様な働き方の推進です。 

 これらの取組を通じて、職員がよりよい環境で働けるよう努めております。 
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 以上でございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） よく分かりました。 

 笠間市では働き方改革を推進し、先ほど発言していただきました職員のワーク・ライ

フ・バランスの実現を目指しているが、改めてどのようなことか、具体的に説明をお願い

いたします。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 市職員は、市民サービスを提供する重要な役割を担っております。その役割を果たすた

めには、仕事と家庭生活の両方が充実し、心身ともに健康であることが必要です。仕事と

生活のバランスを保つことは、よりよい市民サービスを提供するために欠かせない重要な

要素であると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） このような重要なことを、笠間市役所全職員が理解しているで

しょうか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 働き方改革については、全職員に対して随時、周知と啓発を行っております。そのため

職員は、その重要性を理解していると認識してございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） それでは、笠間市役所全員が理解しているという理解でよろし

いでしょうか、改めて質問します。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） その周知については、庁内のグループウェアで毎週掲示板

や職員研修などを実施しておりまして、周知方法としては、ノー残業デーの実施が毎週ご

ざいますので、火曜日前に周知をする。また、連続休暇が続く場合にも掲示板等で周知を

してございますので、理解は得ているものと認識しております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 分からないなんて言う職員が出てきたら、どうしますか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） これは毎週掲示板で流してございますので、全職員は必ず

グループウェアを見るようになっていますので、それは周知が行き渡っていると認識して
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おります。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 分かりました。 

 働き方改革関連法でも示している長時間労働の是正、笠間市は行っておりますか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 長時間勤務の是正は、本市の働き方改革の大きな柱の一つでございます。全庁的に取り

組んでいるところでございます。 

 その結果、時間外勤務は減少傾向にございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） それでは、火曜日はノー残業の実施を行っているようだが、こ

の取組は守られているでしょうか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 ノー残業デーの取組については長年続けておりまして、最近の状況を見ますとおおむね

守られていると認識しております。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、守られない部署はありませんか。大丈夫ですか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） ただいま申し上げたように、おおむね守られてはいますが、

部署によっては一時的に業務が増大したり、あるいは緊急の対応が必要な場合もあり、ノ

ー残業デーに時間外勤務をせざるを得ない状況もございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 仕方ない場合もあるときはしようがないでしょうけれども、極

力、せっかく決めたものなので、火曜日はノー残業デーということなので、ぜひみんなが

守れるような環境づくりをここにいる幹部の皆さんに周知していただければ、よりいいな

というふうに思います。 

 続きまして、長時間労働が常態化している職員がいた場合、誰がどのような対応します

か、お伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 
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 基本的に各職員の状況を把握しているのは所属長、いわゆる課長でございますので、課

長が対応します。ただし、時間外勤務の上限ルールが守られていない場合は、人事課が確

認をしまして指導を行うこともございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、その効果は現れているでしょうか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） 先ほど長時間労働が減少傾向にあると申しましたが、具体

的に数字を申し上げますと、令和４年度の時間外勤務は市役所全体で６万6,149時間でご

ざいました。ところが、令和５年度については時間外勤務が６万1,407時間と、4,742時間

減少しておりますので、効果は出ているというふうに考えております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 確かに現れていますね。 

 では、正職員と会計年度任用職員の間で、不合理な待遇差はありませんか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 先日、林田議員の御質問でもお答えしましたが、正職員と会計年度任用職員では勤務条

件が異なるため、処遇にも違いはございますが、不合理な待遇差はございません。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 林田議員とのお話の中でもそのようなお話がありましたけれど

も、ぜひ会計年度任用職員の方に、職員と格差があり過ぎるなんていう声が聞こえる場合

もあるんです。そういうことの声がないような対応を、ぜひお願いできればいいなという

ふうに思います。会計年度任用職員も、すばらしい職員がたくさんいます。どうか、同じ

目線で扱っていただければいいなというふうに思っています。当然同じ目線で扱っている

んでしょうけれども、今以上によろしくお願いできればいいなというふうに思っています。 

 以上をもちまして小項目①を終わりにしまして、小項目②です。笠間市役所は、労働環

境を改善し全ての職員がより働きやすい環境を実現するために、全職員から意見や課題を

報告してもらわなければなりません。どのような意見や課題が報告されているのかお聞き

したい、質問します。 

 小項目②、働き方改革を進める上で職員からどのような意見や課題が報告されているの

でしょうか、お伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） 働き方改革を進める上で職員からどのような意見や課題が
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報告されているのかというような御質問でございますが、これまで働き方改革に対しては、

職員から様々な意見が出されております。各課題に対する意見の例としまして、まず休暇

の取得促進については、１人当たりの年間に取得すべき日数を定めるとか、週休日に連続

する年次休暇の促進を図るでございます。また、時間外勤務の削減については、業務の予

定を立てる際に残業ありきで計画しないとか、やむを得ず時間外勤務をする際は理由を明

確にし、必ず許可を得るでございます。柔軟な働き方改革の促進に関しては、時差勤務と

して季節限定で運用していた朝方勤務を通年実施とするなどの意見が寄せられております。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、これらの報告を収集するためには、どのような方法を使

って収集していますか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 職員からの意見の収集方法でございますが、職員アンケートを実施して把握いたしまし

た。また、業務改善に向けての職員提案の中でも、働き方改革に関する提案が寄せられて

いる状況でございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） これまでに職員から寄せられた意見や提案の中で、特に多く挙

がっているものや具体的な改善要望があれば、教えてください。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 特に多く寄せられた意見としましては、働き方改革の重要課題の一つである休暇の取得

促進がございます。具体的には、先ほどと重複しますが、年間に取得すべき日数を定める、

月単位で休暇の取得計画を作成する、週休日や夏季休暇と併せて取得する、アニバーサリ

ー休暇を設けるなどの提案が寄せられたところでございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、挙がっているものや具体的な改善要望に、笠間市は速や

かに応えているのでしょうか、お答えをお願いします。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 働き方改革に対する職員からの意見や提案につきましては、庁内でまず実施の可否を検

討しまして、実施可能と判断されたものは、可能な限り速やかに取り入れている状況でご
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ざいます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 具体的には、どのようなことをしてきましたか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 例を挙げますと、先ほどと重複しますけれども、休暇の取得促進に関しては年間に取得

すべき日数を定めるというようなことで、その後１人当たり年間５日以上で導入をしてご

ざいます。また、週休日や夏季休暇と併せて取得するなども実施をしてございます。多様

な働き方推進に関しては、時差勤務である朝方勤務を季節限定から通年実施とするなどの

意見を取り入れ、現在取り組んでいる状況でございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、職員は、それに対してきちんと応えてくれていますか。

ちゃんと休んでいますか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） 基本的に、この提案は守られていると認識しております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） そこなんです。そのようなことを幹部の職員が言っても、なか

なか忙しくて休めなかっただの、結局なかなか上司にその話を伝えられなくて、休める機

会を逃してしまっただのという若い人らの考えと、当然ここにいる幹部の方たちは休めと

言ったんだから休むのが当たり前じゃないかというふうに思っていることがあったとした

ら、若い職員と幹部職員との間に格差が生じてしまいます。ぜひ、休める部分はちゃんと

休ませてあげる、そこまで徹底した指導をしていただければいいなというふうに思ってい

ます。休みたくても休めない職員がいるかもしれませんよ。 

 続きまして、執行部も働き方改革を進める中で直面している課題があると思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 課題についてでございますが、例えば男性の育児休暇・休業の取得促進がございます。

該当する職員には啓発を行っていますが、本市では令和５年度の実績で取得率53％でござ

いますので、さらなる各所属長の理解と支援が必要であるというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 
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○１３番（村上寿之君） 働き方改革に対する意見や課題は部署やセクションごとに違い

があると思うが、その辺の見極めや対応はどのようにしているでしょうか、お答えをお願

いします。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 各部署によって業務内容が異なりますので、当然働き方改革に対する取組方にも違いが

ございます。所属長の判断で部署ごとに環境を整えてございますが、例えば高齢福祉課や

健康医療政策課などでは、早朝や夜間の事業実施に合わせまして職員が時差勤務を積極的

に行っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） もし、今後考えていることがあれば、お答えをお願いします。

なければ、別にないで構わないです。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） 働き方改革は、職員の健康増進、あるいは職員のサービス

の向上にもつながりますので、今後も継続的に取り組んでまいりたいと、そのように考え

てございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 以上で小項目②を終わりにして、小項目③に入ります。働き方

改革を進めた結果、市民サービスの向上につながったことがあればお聞きしたい、質問し

ます。 

 小項目③、働き方改革が市民サービスの向上につながっているかお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 働き方改革が市民サービスの向上につながっているのかとの御質問でございますが、働

き方改革は職員が健康で働きやすい環境を整備するための取組であることはもちろんのこ

と、それによって生み出される成果については市民サービスへ還元されるものであると認

識をしてございます。 

 働き方改革を進めることで、職員が仕事と家庭生活を両立しやすくなり、健康増進や自

己研さんのための時間を確保できます。これにより、全ての職員が健康で生き生きと働き、

その能力を最大限に発揮することができ、ひいては政策の質や行政サービスの向上につな

がるものと考えております。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 
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○１３番（村上寿之君） 市民からの意見を、働き方改革に反映させることはありますか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 市民からの意見は秘書課の広聴業務で年間約500件受け付けておりますが、働き方改革

に対する意見については寄せられていないのが現状でございます。今後、意見や提案が寄

せられた場合には内容を精査しまして、実施について検討してまいりたいというふうに考

えてございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 分かりました。 

 では、市民サービスの向上と職員の働き方改革を、どのように両立しておりますか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 働き方改革を推進することで職員の健康や働きやすさが向上し、質の高い市民サービス

ができるようになります。例えば、オンラインサービスや窓口対応の改善などが挙げられ

ます。こういった取組により市民の利便性が向上し、職員の働き方改革と市民サービスの

向上の両立が可能であるというふうに考えてございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 一番の問題は、働き方改革が市民のサービスにマイナスになる

ということも考えられると思うんです。働き方改革は、御存じの時間外を減らすとか、や

っぱり役所の都合のいいような部分も大いにあると思うので、その部分が市民に対してマ

イナスの要因になった場合には、非常にこの働き方改革の効果が薄れると。でも、本当に

難しい話なんですけれども、でも市民は役所にはきちんとしたサービスを求めているので、

ぜひ両立して、うまく働き方改革を生かしながら市民サービスを徹底的にやっていただけ

ればというようなのが、私の考えでございます。ぜひ、偏らない取組をお願いできればい

いなと思います。よろしくお願いします。 

 以上で小項目③を終わりにして、小項目④に入ります。働き方改革の結果、先ほども言

ったように、職員の健康や仕事に対するやる気など働き方改革がもたらした成果があれば、

お聞きしたい、質問します。 

 小項目④、働き方改革の成果について伺います。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） 働き方改革の成果について伺うとの御質問でございますが、

取組の成果の例として、まず長時間勤務の状況でございます。先ほども申し上げましたが、

時間外勤務の年間延べ時間数を比較しますと、令和４年度の６万6,149時間に対し、令和

５年度は６万1,407時間となり、約7.2％の削減となっております。なお、これにより時間
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外勤務手当は約1,200万円の削減がなされました。 

 次に、年次休暇の取得状況でございますが、１人当たりの年間平均取得日数を比較しま

すと、令和４年度の11日に対し、令和５年度は12.9日となり、約17.3％の増加となってお

ります。 

 さらに、男性職員の育児休業の取得の状況でございますが、令和４年度は対象者14人に

対し取得者が２人で、取得率14.3％、令和５年度は対象者15人に対し取得者が８人で、取

得率53.3％となっており、取得率は39％の増加となっております。 

 これらの成果は、働き方改革が着実に進展していると考えてございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 今お聞きしたように、特に男性の育児休暇がそのように増えて

いるというのは今びっくりしたんですけれども、15人中８人ですか、すばらしいです。な

かなかやはり家庭には事情があって、男性が育児できないような環境もあると思うんです

けれども、そのような中で、８名の方が育児休暇を取れたということはすばらしいと思い

ます。これはやはり、市長公室長の指導ですかね、すばらしいですね。 

 次に質問します。働き方改革の成果を図るために、ＫＰＩ、重要業績評価指標は設定し

ておりますか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 本市では、このＫＰＩという形ではありませんが、働き方改革の柱に掲げている取組に

関する各種データの進捗度合いを測る指標として活用をしてございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 基本的にＫＰＩでなくても、そういう指標を基に、やはり数字

で表せられるようなもの、そのような業務があれば、やはり何の根拠もなく働き方改革が

成功しているんだということでは説得力がないので、ただ先ほどの答弁でもいただいたよ

うに、大きな成果は上がっているなというふうに思います。 

 では、笠間市の働き方はおおむね良好と捉えてよろしいでしょうか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えいたします。 

 先ほど申し上げたように、幾つかの指標が改善されていることから、取組の成果が現れ

ていると捉えております。 

 ただし、この働き方改革は継続的な取組が必要でありますので、今後も時間を常に意識

することで業務の効率化、あるいは事務事業の見直しを推進しまして、職員が働きやすい

環境をさらに整えてまいりたいと、そのように考えてございます。 
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○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） まさしくそのとおりで、働き方改革で職員のやる気がますます

つながってくれるような取組を期待しまして、以上で大項目２と小項目④を終わりにしま

す。 

 続きまして、大項目３、ハラスメント撲滅について質問します。 

 小項目①、市役所内で過去３年間に報告されたハラスメント案件についてお伺いいたし

ます。令和４年、令和５年、令和６年でお願いします。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） 市役所内で過去３年間に報告されたハラスメント案件につ

いて伺うとの御質問でございますが、職員から相談のあったハラスメント案件の件数は、

令和４年度が６件、令和５年度が８件、令和６年度が現時点で６件でございます。 

 これらの事案の主な内容は、職場の上司から部下に対するパワーハラスメントに関する

ものでございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） これらの案件を、市はどの程度深刻に捉えていますか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 職場でのハラスメントは、人権を侵害し、職場環境や市民サービスにも悪影響を与える

ため、大変深刻な問題と捉えております。 

 以上です 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 小項目①を終わりにして、小項目②に入ります。笠間市はハラ

スメント防止のために相談窓口の設置を行っており、職員からの相談を随時受け付けてい

ると聞いています。笠間市役所では職員のメンタルヘルスに問題は生じていませんか。笠

間市はどのようにして職員のメンタルヘルスをチェックしているのか、その対応をお聞き

したい。 

 ワーク・ライフ・バランスでもハラスメントがあったように、先ほど大項目２の働き方

改革の中でメンタルヘルスについても触れていましたけれども、小項目②、職員のメンタ

ルヘルスについてお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） 職員のメンタルヘルスについて伺うとの御質問でございま

すが、市では安全衛生管理の観点から職員の心の健康を維持するために、様々な取組を行

っています。 
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 まず、日々の業務や生活から高ストレスを感じているかどうかを把握するため、毎年ス

トレスチェックを実施しております。また、職員のメンタルケアの一環として、外部機関

に相談事業を委託し、職員が気軽に匿名でカウンセリングを受けられる体制を整えており

ます。 

 さらに新たな取組として、医療法人にメンタルサポート事業及び産業医による相談事業

の委託を開始いたしました。市と医療法人が連携してメンタル不調者のケアに取り組むこ

とで、職員一人一人の状況に寄り添ったカウンセリングやアドバイスが受けられる環境を

整備しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、メンタルヘルスの相談件数は、年間どのぐらいございま

したか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 メンタルヘルスの相談は外部機関に委託しており、本年度の相談件数は11月末時点で56

件でございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） その56件は多いような気もしますけれども、何とか少なくなる

ような努力もしていただきたいんですけれども、では、メンタルイルネス、メンタル的な

ことが原因で休職している職員は、現在どのぐらいいるのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 現在、メンタル不調で休職中の職員は９人でございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、その職員の心のケアは、誰がどのようにしているのか、

お伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 メンタル不調の職員には、所属長や人事課が適度に連絡や声かけを行っております。今

年度からは医療機関のメンタルサポート事業が本格稼働し、専門家によるカウンセリング

で手厚いケアを行っているところでございます。 

 以上です。 
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○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） そのような医療ですよね、医者ですよね。 

 医者に相談してくれというのは、やはり部長の口からも休暇している職員にもお伝えし

ながら、心のケアをしているんでしょうか。どのようなことをしているんですか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） メンタル不調者にはこちらから声かけもしますが、本人か

らの希望もありまして、直接、医療機関のほうの相談事業に相談する場合もございます。 

 今回このメンタルサポート事業というのを昨年度末から導入しましたけれども、メンタ

ル不調者を未然に防ぐとか、例えばあとは要治療者の早期発見であるとか、休職者の復職

支援なども、この事業で行っているところでございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） ぜひ、このようなメンタル不調の方を優しい目で見守っていた

だいて、早期に職場に復帰していただけるような努力をより一層していただけるといいな

というふうに思っています。なかなか、このような方たちはきっと誰に話していいか分か

らないとかいうようなこともあると思うので、みんなが温かい目で見ていただかなくては

困ってしまうと思うんです。この職員たちだって、皆さんと同じような笠間市の立派な人

的資源になってきますので、ぜひその辺はよろしくお願いしたいと思います。 

 職員の中には、相談したくても相談できない職員もいるのではないでしょうか。そのよ

うな職員のために何かしていることがあればお聞きしたい、お伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 先ほどの取組の中でもお話をしましたが、所属や人事課に相談しにくい職員のために、

外部機関への相談事業というのを行ってございます。ここでは人事課に名前を伏せてカウ

ンセリングを受けられますので、職員が安心して相談できるようにしているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） ぜひ、相談したくても相談できない職員は、やはりここにいる

立派な方たちは誰にでもお話しできると思うんですけれども、やはり誰にもお話しできな

いような職員もいると思うんです、心の不調の方にとっては。そのような方を本当に見つ

け出して、早期のやはり対応を取ってあげなくては、またこういう方たちが増えてしまっ

ても困ってしまいます。ぜひ、そういう部分にも力を入れていただいて、温かい目で職員

を当然見守っているんでしょうけれども、改めてそこのところをお願いできればいいなと

いうふうに思っています。 
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 以上で小項目②を終わりにして、次に小項目③に入ります。過日のハラスメントにおけ

る再発防止策として、笠間市は様々な取組をしてハラスメント撲滅に力を入れていると思

う。では、ハラスメントが発生した場合、どのような手段で対応が進むのかお聞きしたい、

質問いたします。 

 小項目③、ハラスメントが発生したときの対応についてお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） ハラスメントが発生したときの対応についての御質問でご

ざいますが、市では令和５年度末に策定した笠間市職員ハラスメント防止等に関する指針

に基づき、対応を行ってございます。 

 事案が発生した際の流れでございますが、まず被害を受けた職員が所属長及び人事課へ

報告します。その後、人事課において相談者及び行為者等のプライバシーを十分配慮しな

がら事実確認を行い、市長へ状況報告を行います。 

 次に、必要に応じて顧問弁護士への相談を経た後、笠間市ハラスメント対策委員会で事

案の詳細を審査します。ハラスメントと認定された場合には、笠間市職員分限懲戒等審査

委員会において、懲戒処分の観点から審査が行われます。そこで審査結果に基づき、行為

者に対しての処分及び指導、助言がなされ、相談者へも結果の報告を行うこととなってお

ります。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、市はハラスメント発生時に対応するためのガイドライン

やポリシーはありますか。今言った、あるということでよろしいでしょうか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えします。 

 先ほど申したように、市では笠間市職員ハラスメント防止に対する指針を令和６年３月

に策定し、ハラスメントが発生した際の対応方法なども定めてございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、ハラスメント被害者や加害者の権利を守りながら公平性

を保つためには、どのような仕組みを導入していますか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 指針では、ハラスメント事案に関与した職員のプライバシー保護と秘密の厳守を徹底す

るよう定めております。人事課が事情聴取をする際は個別に聞き取りを行い、プライバシ

ーに配慮します。また、ハラスメント判定時には顧問弁護士の意見を求めるなど、公平性

の確保にも努めているところでございます。 
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 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 分かりました。 

 では、その仕組みはうまくやはり機能しているという理解でよろしいでしょうか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） 適切に対応できていると思います。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、第三者機関や外部専門家の関与なんていうのは、今言っ

たような弁護士とかそのような方たちで、あとどういう方たちが外部機関としてこのメン

バーに入っていますか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） 第三者という意味では、顧問弁護士だけでございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 一応、顧問弁護士だけという理解でよろしいですね。 

 では、市役所でハラスメントが発生した場合、再発防止策として何かしていると思うが、

どのような対策を講じているか、お伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 ハラスメントの再発防止は、非常に重要な課題でございます。職員の意識改革と啓発を

図るため、毎年職員研修を実施してございます。また、ハラスメントの行為者には専門家

によるカウンセリングを行い、再発防止に努めているところでございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 分かりました。 

 それでは、ハラスメントは、世間を含めて深刻な問題であります。市役所ではアンケー

トなどを実施してハラスメントの撲滅を図っていると聞いている。 

 アンケートは、どのぐらいの頻度で行っているでしょうか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 ハラスメント実態把握のためのアンケートについては、令和５年度に１度実施したとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 
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○１３番（村上寿之君） それは少ないでしょう。先ほどメンタルヘルスで五十何件もの

相談があったなりに、もっとアンケートを実施してもらいたいなんていう人がいると思う

んですけれども、もっとアンケートを実施したほうがいいと私は思うんですけれども、そ

の辺はいかがでしょうか。 

 今までに１回と、現実57名の方たちの相談があったなんていうものを対象にしても、ア

ンケートがあまりにも１回というのは少な過ぎるんじゃないですか、その辺をお伺いいた

します。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） アンケートの実施により過去を含めての実態が分かりまし

たので、まずは相談しやすい体制を整え、職員が安心して相談できる環境を整えていきた

いというふうに考えてございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） アンケートを実施した１回というのは多いと思いますか、少な

いと思いますか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） 今回のそのアンケートは、ハラスメントが過去を通じてど

のくらい実態としてあるのかと、実態把握がこれまで１回もやっていなかったものですか

ら実施したものでございますので、今回そのアンケートを実施したことで、上司からのパ

ワハラが一番多かったというような状況が分かりましたので、その対策について相談がし

やすい環境づくりであるとか、あるいは管理職向けの研修を実施するとか、そういった具

体的な取組を実施しているところでございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） これはお願いなんですけれども、アンケートをやったことでパ

ワハラの実態が分かったなんていう今お答えをいただいたように、今後は１年に１回ぐら

いアンケートをしてやってもいいのかなというふうに思うんですけれども、その辺のお考

えはいかがでしょうか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） 必要に応じて実施してまいりたいというふうに考えてござ

います。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） ぜひ、先ほども言ったように、誰にも言えないというような職

員もいると思うんです。だけど、そのアンケートには素直なことが書けるという思いのあ

る職員もいると思うので、私はぜひアンケートは１年に１回はやってほしいなという要望

をしたいと思います。あとは今やり合ったように、その中で必要だと思うなら、年に２回
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でもいいし、最低でも１回はやっていただければいいなというふうに思います。よろしく

お願いしたいと思います。 

 以上で小項目③を終わりにして、次に小項目④に入りたいと思います。皆さんも御存じ

のように、カスハラはカスタマーハラスメントの略で、顧客や利用者が職員や従業員に対

して不適切で過剰な要求や言動をする行為を指します。このような行為が市役所内や公共

施設、取引先などで発生したことはありますか、質問します。 

 小項目④、カスハラについてお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） カスハラについて伺うとの御質問でございますが、カスタ

マーハラスメントは、サービス業や医療機関、公共機関など、今や様々な職場で発生して

おり、そこで働く人々の精神的・身体的健康や職場環境に深刻な影響を与えるほどの社会

問題となっております。 

 市においても例外ではなく、窓口や電話での応対において度を超えたクレームを受ける

場面が、時折見受けられます。このような状況は職員に大きなストレスを与え、業務効率

の低下を招くことにもつながりますので、非常に深刻な問題と捉えております。 

 カスハラ問題は一職員として対処する問題ではなく、組織全体で取り組むべき課題でご

ざいます。このため、市ではカスハラ対策の一環として、フルネーム表記の名札を名字の

みに改めたほか、相談内容の聞き逃し防止の目的も兼ね、電話の通話録音を導入したとこ

ろでございます。 

 今後もカスハラの予防と対応を目的とした研修を積極的に取り入れるなど、全職員が安

心して働ける環境を整えてまいりたいと、そのように考えてございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、市として職員をカスハラから守るための具体的な指針や

ガイドラインは策定されておりますか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） 市では理不尽な要求に対する統一的な対応を図るため、ク

レーム対応マニュアルを策定してございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 一応それが、カスハラに対してのクレーム対応マニュアルが、

今現在の指針とかそのようなことを、ガイドラインということで御理解します。 

 では、カスハラがエスカレートした場合の対応をお聞きしたい。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 
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○市長公室長（堀江正勝君） お答えをいたします。 

 相談を受けている中で、来庁者や電話の相手が激怒し、要求がエスカレートした場合で

も、冷静な対応が求められます。この場合、対応可能な時間をはっきり伝えるや、来庁者

には別室で２人以上で対応するなどが重要です。説明を尽くしても窓口に居座る場合には

明らかに悪質な行為でございますので、強制的に退去を求めることもあります。また、退

去命令に応じない場合は警察に通報し、警察官による退去要請を行うこととなります。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） そのようなこともあるでしょうけれども、一人の方が何日も何

日も一人の職員を攻撃的にやるなんていうような、毎日そこの職場に行くようなことだっ

てカスハラのエスカレートだと思うんですけれども、そのようなことは考えたことはあり

ますか。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） 先ほども申し上げましたが、やはりカスハラは管理職含め

て組織全体で取り組むべき課題でございますので、常にそういった共通認識を持ちながら

研修等を行い、強化してまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） カスハラは当然皆さんも対象になるでしょうけれども、窓口職

員の若い職員にとっては非常に恐ろしい行為でございます。それによって、先ほどのメン

タルヘルスに影響するなんていうことも十分に考えられます。どうか、カスハラで、職員

がメンタルヘルス的なことで相談がなくなるような対応をしていただきたいというふうに

思います。 

 最後に、先進的な取組がある自治体と比べて、笠間市の現状に不足している点があれば

お伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 市長公室長堀江正勝君。 

○市長公室長（堀江正勝君） 笠間市では、先ほど申し上げましたように、電話の通話録

音機能や名字のみの名札を導入してございますが、現状で十分であるとは考えてございま

せん。今後も市民の期待や要望が多様化し、カスハラ対策はさらに重要になると思われま

すので、他の先進事例を参考にし、必要な対策を見極めて導入を検討していきたいという

ふうに考えてございます。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） ぜひ、よろしくお願いします。 

 以上で私の質問を終わりにします。 
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○議長（大関久義君） 村上寿之君の一般質問を終わります。 

 ここで14時10分まで休憩いたします。 

午後２時００分休憩 

                                         

午後２時１０分再開 

○議長（大関久義君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 １番長谷川愛子君の発言を許可いたします。 

 長谷川愛子君。 

〔１番 長谷川愛子君登壇〕 

○１番（長谷川愛子君） 政研会の長谷川愛子です。通告に従い一問一答方式にて一般質

問を行います。 

 今回の質問は、大項目１から大項目４をお伺いいたします。 

 議長、パネルの使用許可をお願いいたします。 

○議長（大関久義君） 許可いたします。 

○１番（長谷川愛子君） 質問テーマは、近年、世界中で環境問題への取組が進められて

おります。本市でも、様々な角度で取り組まれております。キーワードとなるのが、循環

型社会への構築が大切と考えております。生態系の循環を尊重し、自然に負荷をかけない

環境に優しい社会実現のため、生産者もそして消費者も資源の利用を節約、資源を再利用、

環境への負荷を減らす循環型社会へ転換することが求められています。この循環型社会を

実現する重要な一つとして、３Ｒがございます。リデュース、ごみの発生を減らすこと、

リユース、繰り返し使うこと、リサイクル、資源として再生利用すること、皆様も御存じ

の三つのＲはそれぞれ独立した行動ではなく、順番も重要でございます。 

 ここで、今回市民の方々と会話をさせていただいたときに、執行部のほうに御提案をさ

せていただきたいのが、笠間市と市内学校でのコラボの企画でございます。こちらのほう

は私が作成させていただいたんですけれども、先ほど村上議員からもお話が出ておりまし

た給食の残渣、食べ残し、そして学校から出る葉っぱや草、枝というのは必ず出るもので

ございます。こちらを今の前者のお話に合わせると、資源として活用していただいて、そ

して再利用ということで、笠間の栗に充てていただく。さらにまた、笠間の栗ファクトリ

ー、そして世界に栗が届いたりしながら、子どもたちがその栗を召し上がるという形で循

環型するような社会が必要ではないかなと思いまして、御提案をさせていただきました。

そして、こちらに向け、共通業務と考える一部を質問とさせていただきます。 

 では初めに、３Ｒは国連で決めたＳＤＧｓにも関わりがあります。 

 そこで、大項目１、「持続可能な地域づくり」のためについて。 

 小項目①、改めてＳＤＧｓとは、お願いいたします。 
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○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） １番長谷川議員の御質問にお答えをいたします。 

 ＳＤＧｓは、平成13年に策定されましたミレニアム開発目標の後継といたしまして、平

成27年９月の国連サミットで全会一致で採択されました「持続可能な開発のための2030ア

ジェンダ」に記載された国際指標となります。17のゴール、169のターゲットで構成され

まして、地球上の誰一人取り残さないことを誓い、発展途上国のみならず、先進国自身が

取り組む普遍的なものとして認識をしております。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） まさにそのとおりだと思います。私も一応勉強してきましたの

で、そこで続いて、小項目②へと進ませていただきたいと思います。 

 では、本市のＳＤＧｓ目標達成に向けた取組の一部で結構ですので、御紹介をいただけ

ればと思います。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 本市におきましては、平成28年の国の実施指針などを受

けてから検討、取組を開始いたしました。令和元年度に作成しました令和２年度重要事務

事業から、ＳＤＧｓの17のゴールに対する事業の位置づけの明確化を図りました。 

 また、令和２年度が開始年度となります第２期笠間市創生総合戦略におきまして、ＳＤ

Ｇｓを原動力とした取組の推進というものを全施策包括する形で位置づけを行いまして、

令和４年度には開始時期となる第２次総合計画後期施策アクションプランにおいて、今度

は現状としまして、要は当たり前のこととしまして、経済、社会、環境の三つを総合的に

進める社会を目指す取組として、ある意味、計画全般を前提とした形でＳＤＧｓを位置づ

けたところでございます。具体的には、まずは啓発、浸透が必要となりますことから、

「広報かさま」での連載に始まりまして、県央地域全体、ほかの市町村とも連携した取組

ともなりますが、プログラミングロボットであるとかカードゲーム、こういったものを活

用とした普及活動、さらには教育部のほうでは学校における啓発教育というものも展開を

しているところでございます。 

 施策は先ほど申し上げましたとおり、基本的に全施策に通ずるものという位置づけを図

っておりまして、特に重要事務事業、毎年度公表させていただいておりますここにつきま

しては、今年度の取組におきましても持続可能なまちづくりを目標とする地方創生ＳＤＧ

ｓ、こういった考え方の下で、例えば既存ストックを活用して経済効果も生み出す空家・

空地問題の解消であったり、公共交通の再編であったり、さらにはデジタル田園都市構想、

こういったこと全て庁内だけではなく、あらゆるステークホルダーを巻き込むような体制

づくりも含めた中で取組を展開しているところでございます。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 
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○１番（長谷川愛子君） 全施策においてこちらのほうを当てはめているということで、

インターネットのほうにも計画は載っておりましたので、私も目を通したり、あと予算で

笠間の市報にも載っておりますので、現状とても市民が身近に感じるような取組ができて

いるなと感じております。今後とも、よろしくお願いいたします。 

 それでは、中でも部長のほうでも触れていただきましたが、その中の取組の一つで、笠

間市といえば、日本一の栗産地を目指す笠間では、生産量の増加に併せ、剪定後の枝や栗

の皮、はじいた栗が増加することが必ず考えられます。 

 そこで、小項目③、「笠間の栗」を使用してのＳＤＧｓをお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） １番長谷川議員の質問にお答えします。 

 笠間の栗を使用してのＳＤＧｓについてでございますが、商品として販売ができない廃

棄される規格外の栗につきましては、民間事業者が栗焼酎などの原料にしているほか、畜

産への餌に活用いたしまして「マロンポーク」としての商品化が行われているところでご

ざいます。そのほか、栗ペーストなどに１次加工する際に廃棄される鬼皮につきましては、

茨城工芸会会員である染色家の方の協力を得て染物の染料に活用し、これまではっぴや手

拭いなどが作られまして、今年度は手提げバッグや巾着袋などの商品を製作しており、か

さま新栗まつりなどのイベントや工芸の丘において販売を行っております。また、鬼皮を

パウダーにすることで、栗菓子に利用する事業者も出始めているところでございます。さ

らに、栗の枝を剪定した際に出る枝につきましては、通常畑で焼却されることとなります

が、茨城県立笠間陶芸大学校と笠間焼協同組合の共同研究により、栗の選定枝を焼却した

灰が笠間焼の釉薬として使用をされ始めたところでございます。 

 このように廃棄するものを最小限に抑えたり、新たな商品化への取組が進んでいくこと

で、笠間の栗によるＳＤＧｓの考え方に基づいた持続可能な地域づくりにつながっている

と考えております。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） 法律で野焼きは禁止となっておりますが、今お話も出ました笠

間の焼き物とコラボというところもお話をいただきましたが、それが実際、たくさんいる

生産者の方ができそうなプロジェクトとして発展することは可能でしょうか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 笠間焼の釉薬につきましては、まだプロジェクトが始ま

ってパイロット事業として、農業公社の補助で出た剪定枝を活用しております。今後、ま

だスタートしたばかりの事業なので、我々としてもそこの部分に関しては伸ばしていきた

いと考えているところでございます。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 
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○１番（長谷川愛子君） 前回も私のほうで栗の質問をさせていただいたんですけれども、

やはり認識として、新規の方を増やしたために、いいことなんですけれども、必ずこの今

出たところが問題となってくると思いますので、引き続きパイロット事業が結果が出るよ

うに進めていただきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

 では続いて、小項目④、学校教育での取組は、そして生徒の理解はどうでしょうか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君、自席で。 

○教育長（小沼公道君） お答えします。 

 ＳＤＧｓに関する学校教育での取組ということでございますけれども、学校教育につき

ましては、総合的な学習の時間を中心に教科横断的に、各学校がその学校の特色に応じて

授業を行っているところでございます。 

 一方、本市がゼロカーボンシティ宣言を行ったことを知っている児童生徒が少ないこと

から、本市では本年度、教育委員会が中心となりまして、夏休みの期間を利用して市内小

中・義務教育学校の児童生徒そして教職員から夏休みの課題として、カーボンニュートラ

ルのためにできることのアイデア募集を行いました。そうしたところ、数多くのすばらし

いアイデアの応募があり、その中でも特に小学校の部で最優秀賞を取った友部小学校の活

動例、これが大変すばらしいものでありました。内容は、校内のＳＤＧｓ委員会が中心と

なりまして、給食の調理過程で出る生ごみ等をＥＭ菌と混ぜて肥料をつくりまして、学校

の近くの花屋に置いてもらって、それを買っていただく。そして、その買われたお金をア

フリカのマラウイの恵まれない子どもたちのために送るといった実践でございます。実際

に内容につきましては友部公民館の今１階エントランスに飾ってありますので、ぜひそれ

を見ていただきたいと思います。 

 そのような形で本市がゼロカーボンシティを宣言し、そしてそれを受け継ぐ子どもたち

が１人でも多く出るような形で、そしてＳＤＧｓを推進できるような形を、これからも取

っていきたいと思っております。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） こちらはＥＭ菌で堆肥化しているということで、私もネットで

見させてもらって、現場のほうはまだ行けてないんですけれども、後ほどこういったこと

も含めて最初に図であったような堆肥を御案内したいと思っておりますので、引き続きよ

ろしくお願いいたします。子どもたちが今そのように教えていただいているようなことが

当たり前な大人の社会になっていったことが、ＳＤＧｓ目標達成の活動、持続可能な地域

づくりの未来を創ることだと考えております。 

 以上で大項目１を終了といたしまして、続きまして、大項目２、市内、校舎、校庭の美

化活動について。 

 少子化は加速しております。そして現在は本校に通う生徒の親御さんは、共働き世代が
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多いと考えます。育児と仕事で時間がない、そこも踏まえても、各校歴史のある校舎、校

庭は、生徒の数が減るに進むに当たり、１人当たりの美化清掃面積は増えると考えられま

す。少子化によって、適正配置により教員の数も減り、美化清掃活動でも仕事が多くなる

と推測をされます。そこで、校舎の日常的な施設管理についてお伺いをさせていただきま

す。 

 小項目①、校舎の維持管理はどのような計画で取り組んでいますか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） １番長谷川議員の御質問にお答えいたします。 

 先ほど、議員から学校規模適正配置によりまして職員が減るという御紹介がございまし

た。こちらにつきましては、私どものほうでは一概にはそのようには言えないと考えてご

ざいますので、申し訳ありませんが、ここでお答えさせていただきます。 

 それでは、校舎の維持管理についてでございますが、大規模なものは長寿命化計画にお

いて対応しておりますので、日々の維持管理などについて答弁させていただきます。 

 学校現場におきましては、校長を中心に、学校安全計画に基づき、遊具や校舎の非常口

などの主に安全に配慮した点検や維持管理などを日々行っております。また、市では、消

防や防火設備、浄化槽などの法で定められた点検を専門の業者に委託しております。 

 以上のような学校からの日々の点検による要望、報告や市による法定点検などの結果の

ほか、電気設備等の経年劣化、こちらによる不具合など必要性、優先度などを考慮しなが

ら予算化しまして、修繕など必要な維持管理を行っているところでございます。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） 予算化して維持管理をされているということなんですけれども、

そちらが予定よりももしも足りないとか、そのようなことがあったときには、すぐに行動

してもらえるような形は取れていますか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 例えば、自然災害などの突発的な修繕に対応する予算をある

程度確保しておりますが、その予算でも足りない場合はその被災状況によって対応してい

るところでございます。 

 児童生徒に危険性がない場合、即時対応の必要性がない場合、このような状況の場合は、

本議会でも関連予算を計上させていただいておりますが、補正予算で対応しております。

ただし、児童生徒に危険性があり、即時対応の必要がある場合は、財政課との予算協議の

上、早急に修繕するなど、児童生徒の安全を第一に対応しているところでございます。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） 部長のおっしゃるように、一番起きるのは自然災害だとやっぱ

り思いますので、予期せぬことが起きたときにすぐに対応できるような形を取っていらっ
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しゃると思いますが、引き続きよろしくお願いいたします。 

 では続いて、小項目②へと進ませていただきます。校庭の美化活動はどのような計画で

取り組んでいますか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） お答えします。 

 校庭の美化活動の計画でございますが、全体的な計画とすれば、ＰＴＡの奉仕作業、年

間行事に掲げている学校がございます。ただ、今の季節、ちょうどイチョウの葉が落ちる

季節で、子どもたちは清掃の時間であったり、朝登校後のいわゆるボランティアという形

で取っているという状況もございますので、比較的計画としてはＰＴＡの作業として１年

に１回から２回ということで行っているところが多いところです。多い学校では５回行っ

ているということで地域の方々が学校の中に入り込んで、おやじの会を中心にやっている

学校等もございます。 

 危険を伴うのり面での除草作業におきましては、市の予算で業者に委託して対応をして

いる状況です。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） 冒頭でお話を聞かせていただいたと思うんですけれども、学校

の校舎の広さに対して、そういった今の活動が足りないとか人手不足だとかというのは、

お話のほうはございますか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 近年、ＰＴＡ活動の関わり方というか、組織が変わってきまし

た。昔あった広報委員会であったりとか研修委員会というものがなくなって、市内の中学

校ではボランティアでその行事のたびに集めるということがございますけれども、この美

化活動に関しては極めて参加者が少ないという状況はありますので、校庭の広さによった

りとか大きさに左右されるということではなくて、やっぱり保護者の意識によって左右さ

れる場合があるということだと思います。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） では、美化活動に人が集まるのが少ないというところは、また

周知とかその意識とかのほうになってくると思いますので、今後の取組方を考えられます

が、こちらで集めたものに対して、小項目③になりますが、校庭で回収した草や枝、そし

て落ち葉の処分方法をお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 回収した落ち葉の処分方法についてお話を申し上げますが、Ｐ

ＴＡの奉仕作業の際には収集業者にコンテナを依頼して作業する学校、それから袋に入れ
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て収集業者に取りに来てもらう学校など、対応については学校様々でございます。また、

学校の立地条件にもよりますが、敷地内に堆積所を設けている学校や地域の方に後日運搬

処理していただいている学校もあります。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） ただいま教育長のほうからもお話が出ましたが、収集の車とか

に来ていただいたり、あと袋に入れてということなんですけれども、そうすると処分代が

かかってくると思いますが、学校やＰＴＡのほうから処分代においてかかり過ぎてしまう

とか、そういったお話は伺いますか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 実際にはそういう訴えはないんですけれども、ＰＴＡの要する

に会費であったり、学校のそういう予算の中で処理していると思っています。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） では、私は実際に聞いているので、実際そういう声があるとい

うことを受け止めていただきたいと思います。答弁は結構でございます。 

 その中で出たアイデアが今回のお話でありましたので、この処分にかかる費用と労力を

考えたときに、草や枝、落ち葉はごみ処理場に持っていけばもちろん廃棄物でございます。

世界が開発目標に掲げるＳＤＧｓでは、資源でございます。 

 大項目１の答弁でいただいた笠間の栗、渋皮を利用しての行動というのは、まさにＳＤ

Ｇｓであると思っております。廃棄物を資源として考えて、今回でありましたら葉っぱや

草や枝、こちらを堆肥や腐葉土として使用していただきたいと考えております。また、こ

ちらに対する答弁は次の大項目３にも続きますので、そこでまたお話のほうをお伺いさせ

ていただきたいと思います。 

 それでは大項目２を終了いたしまして、大項目３へと進ませていただきます。 

 大項目３、学校給食について。 

 学校給食は、成長期の生徒が給食を通して健康な体をつくる食育の時間であると考えま

す。 

 小項目①、本市の学校給食基本理念をお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 本市の学校給食の基本理念につきましては、笠間市教育振興

基本計画において健やかな体の育成として、３点ほど方向性を定めております。 

 一つ目が、健康の大切さを認識することで生涯を通じて自らの健康を適切に管理し、改

善していく実践力の育成に努めること。二つ目が、地域で培われた食文化や郷土食の継承

のため、生産者、学校、行政等関係機関が連携し、学校給食における地場産材の利用拡大
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を図ること。三つ目が、心身の健康のために自らの食について考え、判断できる力を身に

つけるための食育を推進するとともに、朝食欠食の解消を重点に、学校、家庭等を連携し

て食に関する指導を進めることとしております。 

 これらを踏まえて、安心安全な給食の提供、地産地消の推進、食育の推進に関して事業

の取組を行っているところです。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） それでは、小項目②、本市の「学校給食基本計画」をお伺いい

たします。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 学校給食基本計画でございますが、こちらの策定につきまし

ては努力義務となってございまして、現在市ではこの内容が第２期笠間市教育振興基本計

画に包括されているという判断をしておりますので、策定はしてございません。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） では、こちらパネルのほうを失礼します。 

 もともとこちら、今回パネルをつくらせていただいたんですけれども、黄色の囲んであ

るところがポイントとして見てほしいんですけれども、学校給食基本計画というのは努力

義務というところは認識しているんですけれども、この基本計画を進めたくて私は今回質

問させていただいているんですけれども、質問している理由としては水戸市とつくば市が

やっているからとかではなく、今回笠間市というのは全体的に見たときに、ビレッジ宣言

も含めて、有機の野菜やお米、そして納入する人たちも多岐にわたって、人数は実際増え

ているんです。しかし、策定をすると、全体的に硬いものでなくても、ガイドラインとし

てこのような形ですというのが明確化されるんですけれども、最近のことではありますの

で、この計画自体がまだないという状態であると考えました。そこで、ちょうど５市町村、

近くのところでどんな感じで出ているのかというところを確認したら、ちょうど水戸市と

つくば市はやっておりまして、しかも内容もとても分かりやすいなと思いましたので、こ

ういった形で御提示をさせていただきました。では、こちら、図に示した形のことも含め

まして、次に進ませていただきます。 

 2019年、食品ロス削減推進法が施行されました。2030年までにはＳＤＧｓ目標達成と一

緒に、小売・消費レベルにおける世界全体の１人当たりの食材のレベルを半減、生産、サ

プライチェーンにおける食料の損失を減少させることが目標でございます。先ほど村上議

員からもございましたが、ではここで学校給食実施に伴い発生する食品廃棄物についてお

伺いをいたします。 

 まずは、小項目③で、地産地消に向けての導入目標・達成率をお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 
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○教育部長（松本浩行君） 導入目標・達成率についてでございますが、県では第４次健

康いばらき21プランにおいて、学校給食における地場産物活用割合が50％を超える市町村

の割合を令和17年度までに100％とする目標値となっております。 

 本市の給食における市県産の地場産物活用割合は、県の50％の割合をはるかに大きく超

える令和５年度の調査において96.3％となってございまして、こちらの数字は県内で１位

となってございます。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） 96.3％というのはほぼ100％だと思うんですけれども、ほとん

どいつも笠間市の食材でできていますということで間違いありませんか。 

○議長（大関久義君） おいしい給食推進室長石井 謙君。 

○おいしい給食推進室長（石井 謙君） こちらの調査につきましては、11月の調査でご

ざいます。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） それでは分かりにくいと思いますので、全体で後でもしよかっ

たらガイドラインに載せてほしいと思います。そういった形でできてないと私は思ってい

るのではなくて、できていると思うんですけれども、生産者の人とか、市民の人、学校に

お子様を預ける親御さん側を考えたら、そういったことも分かるということが大事なので

はないのかなと思ったので、基本計画、努力義務でもやっていただきたいなということを

お伺いさせていただきました。答弁は結構でございます。 

 それでは、先ほど大変失礼いたしました、小項目④へと進ませていただきます。給食の

食べ残しによる量、食品ロス削減への取組をお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） まず、給食の食べ残しの重量でございますが、令和５年度は

約57トンとなっております。 

 次に、対策としましては、村上議員への答弁の繰り返しとなりますが、栄養教諭による

食育の授業やリクエスト献立、セレクト給食のほか、苦手な食材の工夫した調理方法に努

めているほか、市の独自事業として有機栽培の米や野菜、笠間市産の栗や豚肉など地元の

食材のほか、台湾産のフルーツを使用したおいしい給食を提供し、残食量の低減に努めて

いるだけではなく、児童生徒の環境や外国の文化への関心を高めることや、将来思い出と

なる給食を提供することによる地元愛の醸成に取り組んでいるところでございます。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） 先ほど村上議員にも、１人の１回当たりが50グラムぐらいだと

いうことで御答弁をいただいておりましたが、ここも別に数値が大きいと私も思っていな

くて、これは致し方なく調理をする上で必ず出るところなのかなというところで、認識を
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させていただいております。 

 そこで、残渣が出るときの残渣の使用方法だと思うんですけれども、最初の冒頭でもお

伝えをさせていただきましたが、廃棄物は必ず出ると思いますので、そこを資源として活

用してほしいということで、こちらを御紹介いたします。食品残渣発酵分解装置というも

のがございます。こちらは、堆肥は校内の授業で一貫して導入して、農業体験や処分でき

ないものは回収の業者の皆さんにお願いすると、契約農家に販売がされます。そして、笠

間の栗にも、こちらは使えることができます。堆肥は校内の授業で一貫して導入すること

によって、子どもたちの未来のＳＤＧｓの活動にもつながっていくと考えております。 

 こういったことについての教育長の御見解をお伺いしてもよろしいでしょうか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） お答えをしたいと思います。 

 答弁の中で、今回カーボンニュートラルのことについて子どもたちからアイデアを募集

したところ、友部小学校がＥＭ菌を混ぜて給食の、要するに残渣を肥料化するという取組

を、私たちにも教えてくれた状況です。これを市内の中で、今回友部公民館の広報を通じ

て、それからうちのほうのＳＮＳを通じて今、全学校に流しているところなので、こうい

うことで一歩ずつこういうものがなくなるということを教育していくことが、我々のやっ

ぱり役割かなと思っているんですけれども。 

 議員御提案のこの装置については、やはりこれだけの大きなものは初期費用もかかるし、

それからランニングコストもどういうふうになるのか、それからこれに関わる人件費の問

題です。私は、子どもたちが自分たちの手でＥＭ菌を混ぜて肥料になっていくというのが

教育としてやりたいので、これを人を雇って次別な人がやるという方策は取りたくないな

というところがあるので、今のところ私の考えでは、これを導入するという考えはござい

ません。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） そういった回答が来るかなとは思ったんですけれども、さすが

にでも結局、私は何が言いたかったかといいますと、結果、ＥＭ菌を入れて、こちらもや

るんです、ものを入れて。でも、実際、教育長、よく考えても、食事の残渣を集めてそれ

を持って行く人がいるわけですから、これは、学校給食センターの真ん中に、野外にも置

けるんです。野外にも置けば、結局工程は一緒なんです。大事なところは、ランニングコ

ストと、今実際笠間市が言っているＳＤＧｓとか、そういったところにリンクさせるよう

な取組を一歩ずつしていくことが、他の市町村とは違う特色ある地域づくりじゃないかな

と思ったので、推してみましたということで頭の片隅のどこかに入れていただければあり

がたいなと思います。 

 そしてもう１点、教育長にお伺いしたいことが、先ほどもお話をさせていただいたんで



- 199 - 

 

すけれども、皆様お忙しいとは思うんですけれども、やはり12月６日にもオーガニックビ

レッジ宣言というのは宣言しているわけですし、今までの学校給食の納入方法とは断然変

わるわけなんです。例えば、有機米を入れたりとか、有機野菜を入れたりとか、農業者も

ＮＰＯ法人とか、あと農協とか違う方々が入ってくるので、それをどういった目標で、ど

ういった１年の計画をしていくかというガイドラインというものを、簡単でもいいので、

今実際やっていることを文字化してネットに上げるということは大切なことだと思うんで

すけれども、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 時代が変わるとともに、こういう形で我々自身も変わらなくて

はいけないということは、本当に十分理解をしております。 

 部長答弁の繰り返しになりますけれども、本市においては笠間市の教育振興計画の中に

現在位置づけている状況でございますので、これを特出しにして新たな計画をつくるかど

うかについては、この計画終了を迎えるときに十分検討はしてまいりたいと思います。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） ちなみに、私もその説明のやつは全て読んだんですけれども、

本当にこれぐらいです。ほぼほぼ、ないに等しいぐらいの内容なんです。それよりも、学

校給食というのはすごく大きなことをやっていると思うんです。だから、予算も追加され

るわけですし、その分大切なことであるということなので、もっとしっかりとみんなに伝

えることが何が何でも必要だと思いますので、ぜひ御検討をいただきますようお願いいた

します。 

 以上で大項目３を終了とさせていただきます。 

 続きまして、先ほどもお伝えをさせていただきました、大項目４、「オーガニックビレ

ッジ宣言」の進捗について伺いたいと思います。宣言に当たりまして、農林水産省よりみ

どりの食料システム戦略に基づく、５か年有機農業実施計画が必要でございます。小項目

①で全体像を伺い、小項目②、③、④でこちらの部門ごとにお伺いをさせていただきたい

と思います。 

 では、小項目①、本市における、有機農業実施計画をお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 本市における有機農業実施計画についてにお答えいたし

ます。 

 まず初めに、先ほどの長谷川議員から御発言があったように、先週12月６日金曜日、本

市のオーガニック給食のモデル校であります北川根小学校において、オーガニックビレッ

ジ宣言をさせていただきました。 

 本市では、昨今の環境への負荷を低減した農業と有機農産物に対する消費者の関心の高



- 200 - 

 

まりを受け、有機農業により差別化を図り、付加価値の高い有機農産物を生産することで

農業所得の向上を図る農業者について支援していくことを示す指針として、実施計画を作

成しました。本市の有機農業実施計画では、笠間市全体を対象とし、令和７年度から令和

11年度までを対象期間とする５か年計画となっており、有機農業の現状や５年後に目指す

目標などを掲げております。 

 生産・販売ブランド化などの主な課題に対する取組内容といたしましては、有機農業の

生産段階の推進の面では、生産技術の基盤づくりや担い手の確保、耕畜連携などを挙げて

おります。また、有機農業で生産された農産物の流通、加工、消費等の面では、販路の開

拓や有機ＪＡＳ認証とＧＡＰの認証への取得への支援、ブランド化などを挙げております。 

 そのほか、取組の推進体制といたしまして、笠間市環境農業推進協議会の構成員がそれ

ぞれ担うべき役割を示し、計画期間５年間の資金計画や本事業以外の関連事業の概要、み

どりの食料システム法に基づく有機農業の推進方針に関すること、目標達成状況の評価や

取組の周知などについて明記したものでございます。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） 小項目②、生産計画のほうはどうでしょうか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 生産計画についてでございますが、取組の第一歩として、

市内小中学校へオーガニック給食を導入することを目標とし、まずは米飯のオーガニック

化につきまして推進してまいります。今年度は、生産者の協力を得て４か所の有機栽培実

証圃場を設置し、４回の現地講習会と２回の座学講習会を実施して、有機米の生産拡大に

取り組みました。この秋から実証圃場で栽培されたお米が、オーガニック給食のモデル校

の一つである北川根小学校の給食に提供をされております。 

 本会企画では５年後に目指す目標として、有機農業による水稲の生産面積を現状の1.5

ヘクタールから８ヘクタールまで拡大し、生産量を4.5トンから30トンに増やし、生産者

を３名から５名にすることとしております。 

 なお、野菜につきましても令和７年度から実証圃場を設置し、現地講習会及び座学講習

会などを実施して、生産の拡大に取り組む予定でございます。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） 生産のところの過程では、堆肥等、そして有機資材の供給など

はどのように考えておりますでしょうか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 堆肥等有機資材の供給体制につきましてですが、原材料

費などの高騰により価格が高騰している化学費用に代わる資材として、畜産農家が保有す

る堆肥など地域資源を無駄なく活用し、耕種農家と連携して循環させていくことの重要性
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が高まっている状況でございます。このことから、令和７年度の笠間市環境農業推進協議

会の事業計画におきまして、耕畜連携をテーマとした取組を今後予定しているところでご

ざいます。内容については、協議会の中で今後検討していく事項となりますが、技術面で

は再現性の高い完熟施肥の製造技術や効果的な製法を学ぶ講習会などの開催や、流通面で

は効率的な散布方法や畜ふんなど地域資源を活用する運営手段や販売体制の検討をしてい

く予定となっております。 

 また、市の特産物であります栗の剪定枝や落ち葉も有機農業などについては重要な資材

と考えているところでございまして、これらについても、有効活用できる仕組みづくりに

ついて勉強会の開催などを検討してまいります。こちらにつきましても、笠間市環境農業

推進協議会の中でいろいろな議論をしながら連携体制づくりを進めてまいりたいと考えて

いるところです。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） 部長の答弁にもありましたが、枝や落ち葉とかそういったもの

を使うと堆肥とかになるんだというところで推し進めたいというような感じの柔らかい御

答弁をいただけたかなと思うんですけれども、行政がどこまで関わって、私も農家をやっ

ているので関わっていただければありがたいですけれども、どこまで関わって、どこまで

関わらないのかというのは今後いろいろと議論していかないと、どこまでサポートしてい

くのかの話になるので、そこがさっきの給食の話とか、残渣はどうするんだとか全体的な

お話になってくるので、サービスサポートとしてどこまでやっていくのかというのを今後

聞かせていただければなと思っておりますので、御検討、御回答のほうはいただきません。

ということで、ぜひ考えていただきたいと思います。 

 小項目③、それでは消費計画のほうはどのようになっているのか、伺います。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 消費計画についてでございますが、まずは有機農業によ

り栽培された農産物及び有機農業に転換中の農産物を学校給食に提供することを本格化さ

せていくことを重点項目といたしまして、安定的な販路として消費の拡大に進めてまいり

ます。 

 そして、学校給食への提供を足がかりとして、子どもたちや保護者の方をはじめ市民の

方々に向けて有機農産物に対する認知度の向上を促し、市内飲食店や笠間市産の農産物が

味わえる機会の創出につなげ、地産地消の実現をしてまいりたいと考えているところです。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） 有機米の学校給食を足がかりとしてということでありますが、

笠間の栗に続く、笠間の米をブランド化したいということで目指していますということで

何度か全協などでもお話を聞いていますが、有機米をこちらは指しているで、まず間違い
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ないでしょうか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 今後、持続可能な農業をしていく中で、付加価値の高い

有機米というものに焦点を当てているものでございます。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） 何度も議論に出ると思いますが、有機米と、そして慣行栽培の

ところというのは、どのように農政課はお考えになっているのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 慣行農業と有機農業のことかと思いますが、市といたし

ましては、どちらも積極的に応援してまいります。 

 有機農業の取組を進めることは、環境保全と資材等の高騰による影響を少なくし、持続

可能な農業を実現し、販売する農産物の高付加価値化につながるもので考えております。 

 しかしながら、市内のほとんどの農家の方は慣行農業を続けているところでございます

ので、慣行農業を続ける方に対してもこれまで同様に積極的な支援をしてまいりたいと考

えているところでございます。高付加価値化を狙った有機農業と安定した生産ができる慣

行農業を、笠間の農業の両輪として市の持続可能な農業の実現を目指してまいりたいと考

えているところです。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） 学校給食で使いますお米の話になりますが、お米のほうは年に

よって価格の変動がございます。そちらのほうは、どのような形で決めていく予定でしょ

うか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 給食に関連する御質問ですので、教育部のほうから答弁させ

ていただきます。 

 有機米の価格の設定でございますが、来年度、集荷業者や卸売業者などで組織する第三

者機関を新たに設けまして、新米の時期などの適切な時期のほか、価格変動などの影響を

考慮した適切な時点においても適正な価格を設定してまいりたいと考えてございます。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） そちらのほうは、参加されています協議会の皆様の御理解はい

ただけていますか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 御理解いただいていると考えてございます。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） 引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 
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 小項目④、加工・流通計画について、お伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 加工・流通計画についてでございますが、流通を促進す

るために必要となるブランド化の計画についてお答えいたします。 

 オーガニック給食の推進や環境に優しい農業をテーマにしたシンポジウム等の開催によ

り、笠間市の農産物は環境に優しい循環型社会の実現に寄与するものであるというブラン

ドイメージの強化につなげてまいります。 

 さらに、生産工程の安全水準を満たしていることを証明できるＧＡＰ認証や有機ＪＡＳ

認証を活用し、生産者自らが大口小口問わず様々な事業取引につなげられるよう、公的認

証の取得に対する支援について検討してまいります。 

 また、農産物の生産に係る資材等の調達から流通、消費までを追跡可能な状態とするト

レーサビリティーを進めるに当たり、ＧＡＰ認証や有機ＪＡＳ認証を活用して付加価値の

高い農産物の販売により安定した農業経営につなげるとともに、笠間市産有機農産物の流

通の促進を図ってまいります。 

 そして、加工計画につきましては、先ほども答弁いたしましたが、まずは学校給食への

有機農産物の提供を本格化させることに重点をおきまして、生産量が確保できるめどが立

ちましたらば、生産、消費、流通と並行して、加工についても検討してまいりたいと考え

ております。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） 生産と、そして消費のほうが計画ができたところで御答弁いた

だいたような形で、そこでようやく加工とか流通とかというお話になるかと思いますので、

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 では以上で最後に、前回の一般質問で、栗の無農薬栽培も視野でありますということで

御答弁をいただきました。農業は土台である土が一番必要だと思っておりまして、堆肥と

いうのが絶対、笠間市においても今後必要なものだと私は考えております。それがないと、

笠間市らしい大きなブランド力の高い栗ができるとは考えられませんので、やはり教育長

には駄目と言われました、今回はまだ見送るということでお話はいただきましたが、やは

り16校から出る資源、あと残渣、そういったものを活用して、学校の教育の中の一環で田

畑転換の日本一の栗産業づくり事業につなげていって、教育という形で広げていただきた

いなと考えておりますが、改めて市長の御意見をお伺いしてもよろしいでしょうか。 

○議長（大関久義君） 市長山口伸樹君。 

○市長（山口伸樹君） その前に、議長、オーガニック給食の件についてもいいですか。

○議長（大関久義君） はい、どうぞ。 

○市長（山口伸樹君） オーガニックの推進なんですけれども、部長からもあったように、
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まずは学校給食をオーガニック化させるというのが我々の目的でありまして、その次の段

階の一般の農家の方がオーガニックを栽培するか・しないかは、生産者の判断です。学校

給食については、食材としてオーガニック栽培の食材を高く買い上げますが、一般の方が

オーガニックの栽培をして、その価格はあくまでも市場が決めるということでありますの

で、さらに加工ということになると、かなり先の話に現実的にはなってくるのかなという

ことを、まず御理解をいただきたいと思います。 

 それと、循環型社会の形成というのはある意味、古くて新しい課題でありますが、環境

問題を含めて取組を推進していかなければならないということは、我々もそのとおりだと

思っております。例えば、先ほどから出ている学校給食の残渣とか、調理の残渣、学校給

食だけをどうするのかという議論も当然ありますが、幅広く言えば、例えば飲食店の残り

物です、いわゆる残渣とか家庭の生ごみだとか、さらには賞味期限切れの食材だとかいろ

いろなものがございますので、それを全部どうにかしていくかという議論になると幅広く

なって、なかなかまとまらないということもあります。 

 そういう中で、学校給食の残渣についての取扱いはできるだけまず減らしていくという

ことが第一でございまして、それでも一定の量は、例えば調理したときに出るとか、どう

しても一定の量は出るということでありますので、それを堆肥化して使うのか、先ほど教

育長が言ったように、学校のような、ああいう試験的なものをやりながらやっていくのか

というのは、今ここで結論を出せる問題ではありません。 

 ただ一方で、今市が馬廻り地区で取り組んでいる栗の2.3ヘクタールのモデル事業の、

今いろいろな検討をしておりますが、そこでどうしても必要なのは、やっぱり堆肥が必要

だということでありますので、それが例えば牛や豚の堆肥なのか、それともそういう給食

の例えば残渣みたいなのが場合によって使えるのか、それは専門家の皆さんとの議論の中

で方向を出していきたいなと。可能性としては、そういうところかなとは思っています。 

○議長（大関久義君） 長谷川愛子君。 

○１番（長谷川愛子君） 市長のお話にもあったような形で私もほぼ同じような考えなん

ですけれども、教育全部は無理だと思いますので、子どもたちの教育というところの部分

でやることによって、大人になったときにそれが当たり前になって、家庭のごみの話とか、

食品ロスの話とか、全体の話がまとまると思いますので、そのきっかけとして教育のとこ

ろ、そしてそこのところで残渣とか葉っぱとか、そういったところに目を向けたような方

針を持っていっていただきたいなと思いまして、今回このような一般質問をさせていただ

きました。 

 できれば、そのような世界になることを願いまして、私の一般質問を終了とさせていた

だきたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（大関久義君） １番長谷川愛子君の一般質問を終わります。 
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 散会の宣告 

 

○議長（大関久義君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 次の本会議は、11日午前10時から開会いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午後３時０１分散会 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する 

 

 

笠間市議会議長   大 関 久 義 

 

 

署 名 議 員   石 﨑 勝 三 

 

 

署 名 議 員   長谷川 愛 子 
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